
 

長野県地域防災計画 

風水害対策編 

 
令和７年度 修正 

新旧対照表 



【風水害対策編】第１章第２節 

第 1章 総則 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 

本県は、多くの活断層、急峻な地形、脆弱な地質を有するとい

う自然的条件と近年の都市化、高齢化、情報化等社会構造の変化

に対応した防災対策を講ずる必要がある。 

 

１ 

（１）周到かつ十分な災害予防 

ア 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

（略） 

（イ）最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びそ

の災害によって引き起こされる被害を的確に想定する

とともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、

絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

（ウ）災害復旧や災害からの復興に必要な事前準備をするも

のとする。 

イ 災害予防段階における施策の概要は以下のとおりであ

る。 

（ア）災害に強い県づくり、まちづくりを実現するための、

主要交通・通信機能の強化、避難路の整備等地震に強い

都市構造の形成、学校、医療施設等の公共施設や住宅等

の建築物の安全化、代替施設の整備等によるライフライ

第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 

本県は、多くの活断層、急峻な地形、脆弱な地質を有するとい

う自然的条件と近年の都市化、高齢化、情報化等社会構造の変化

に対応した防災対策を講じる必要がある。 

 

１ 

（１）周到かつ十分な災害予防 

ア 災害予防段階における基本理念は以下のとおりである。 

（略） 

（イ）最新の科学的知見を総動員し、起こり得る災害及びそ

の災害によって引き起こされる被害を的確に想定する

とともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、

絶えず災害対策の改善を図ることとする。 

（新設） 

 

イ 災害予防段階における施策の概要は以下のとおりであ

る。 

（ア）災害に強い県づくり、まちづくりを実現するための、

主要交通・通信機能の強化、避難路の整備等地震に強い

都市構造の形成、学校、医療施設等の公共施設や住宅等

の建築物の安全化、代替施設の整備等によるライフライ

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第１章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

ン施設等の機能の確保策を講ずる。 

（略） 

（ウ）県民の防災活動を促進するため、防災教育等による住

民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施等を

行う。併せて、自主防災組織等の育成強化、防災ボラン

ティア活動の環境整備・連携体制の強化、事業継続体制

の構築等企業防災の促進、災害教訓の伝承により県民

の防災活動の環境を整備する。なお、防災ボランティ

アについては、自主性に基づきその支援力を向上し、

県、市町村、住民、他の支援団体と連携・協働して活

動できる環境の整備が必要である。 

（略） 

（オ）災害時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅

速かつ円滑に行うため、災害応急活動体制や情報伝達体

制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図ると

ともに、必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、

関係機関が連携し、過去の災害対応の教訓の共有を図る

など、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施す

る。さらに、復興事前準備を講ずることとする。 

 

（２）迅速かつ円滑な災害応急対策 

  ア 災害応急段階における基本理念は以下のとおりであ

る。 

ン施設等の機能の確保策を講じる。 

（略） 

（ウ）県民の防災活動を促進するため、防災教育等による住

民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施等を

行う。併せて、自主防災組織等の育成強化、防災ボラン

ティア活動の環境整備、事業継続体制の構築等企業防災

の促進、災害教訓の伝承により県民の防災活動の環境

を整備する。なお、防災ボランティアについては、自

主性に基づきその支援力を向上し、県、市町村、住民、

他の支援団体と連携・協働して活動できる環境の整備

が必要である。 

（略） 

（オ）災害時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅

速かつ円滑に行うため、災害応急活動体制や情報伝達体

制の整備、施設・設備・資機材等の整備・充実を図ると

ともに、必要とされる食料・飲料水等を備蓄する。また、

関係機関が連携し、過去の災害対応の教訓の共有を図る

など、実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施す

る。 

 

（２）迅速かつ円滑な災害応急対策 

  ア 災害応急段階における基本理念は以下のとおりであ

る。 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第１章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

（ケ）感染症流行時の経験も踏まえ、災害対応に当たる職

員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の

過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策

を推進する。 

 

３ 県民は、「自らの命は自らが守る」との認識のもと、地域、

職場、家庭等において互いに協力しあい、災害時を念頭にお

いた防災対策を平時から講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ケ）新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、

災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難

所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を

取り入れた防災対策を推進する。 

 

３ 県民は、「自らの命は自らが守る」との認識のもと、地域、

職場、家庭等において互いに協力しあい、災害時を念頭におい

た防災対策を平常時から講じるものとする。 

感染症法において

「５類感染症」の位

置づけ変更に伴う修

正 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修 
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【風水害対策編】第１章第３節 

第 1 章 総則 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と 

    処理すべき事務又は業務の大綱 

 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（17）関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間

情報の整備・提供に関するこ

と。 

イ 復旧・復興のための公共測

量の指導・助言に関すること。 

ウ 災害教訓の伝承に関するこ

と。 

（19）長野行政監視 

  行政相談センター 

ア 被災者への生活支援情報の

提供に関すること。 

イ 専用電話を備えた相談窓口

の開設に関すること。 

ウ 特別行政相談所の開設に関

すること。 

 

５ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（４）電気通信事業者 （ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴド

第３節 防災上重要な機関の実施責任と 

    処理すべき事務又は業務の大綱 

 

３ 指定地方行政機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（17）関東地方測量部 ア 災害時等における地理空間

情報の整備・提供に関するこ

と。 

イ 復旧・復興のための公共測

量の指導・助言に関すること。 

（追加） 

（新規）  

 

 

 

 

 

 

５ 指定公共機関 

 機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

（４）電気通信事業者 （東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定地方行政機関の

追加に伴い修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 
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【風水害対策編】第１章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

コモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバン

ク㈱、楽天モバイル㈱） 

ア 電気通信設備の保全に関す

ること。 

イ 災害非常通話の確保及び気

象通報の伝達に関すること。 

（６）日本赤十字社 

   長野県支部 

ア 医療、助産等救助、救護に

関すること。 

イ 日赤医療コーディネーター

及び医療救護班の派遣に関す

ること。 

ウ 地震災害救助等の奉仕者の

連絡調整に関すること。 

エ 義援金の募集に関するこ

と。 

（８）日本放送協会 

（長野放送局） 

気象予警報等の放送周知に関す

ること、災害情報等広報に関す

ること 

 

６ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(6)放送事業者 (信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テ

レビ信州、長野朝日放送㈱、長

ドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバ

ンク㈱、楽天モバイル㈱） 

ア 電気通信設備の保全に関す

ること。 

イ 災害非常通話の確保及び気

象通報の伝達に関すること。 

（６）日本赤十字社 

   長野県支部 

ア 医療、助産等救助、救護に

関すること。 

イ 地震災害救助等の奉仕者の

連絡調整に関すること。 

ウ 義援金の募集に関するこ

と。 

 

 

 

（８）日本放送協会 

（長野放送局） 

災害情報等広報に関すること 

 

  

６ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

(6)放送事業者 (信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テ

レビ信州、長野朝日放送㈱、長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予警報周知を含める

ため修正 
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【風水害対策編】第１章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

野エフエム放送㈱、㈱インフォ

メーション・ネットワーク・コ

ミュニティ、エルシーブイ㈱、

㈱テレビ松本ケーブルビジョ

ン、㈱上田ケーブルビジョン、

㈱Goolight) 

気象予警報等の放送周知に関す

ること、災害情報等広報に関す

ること。 

(7)長野県情報ネット

ワーク協会 

気象予警報等の放送周知に関す

ること、災害情報等広報に関す

ること。 
 

野エフエム放送㈱、㈱インフォ

メーション・ネットワーク・コ

ミュニティ、エルシーブイ㈱、

㈱テレビ松本ケーブルビジョ

ン、㈱上田ケーブルビジョン、

㈱Goolight) 

天気予報及び警報、災害情報等

広報に関すること。 

(7)長野県情報ネット

ワーク協会 

天気予報及び警報、災害情報等

広報に関すること。 
 

 

 

 

 

予警報周知を含める

ため修正 

 

予警報周知を含める

ため修正 
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【風水害対策編】第２章第１節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 風水害に強い県づくり 

第３ 計画の内容 

  ２ 風水害に強いまちづくり 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（全部局） 

    （エ）災害応急対策等への備え 

      ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災

害復旧、復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平時より十分行うとともに、職員及び住民個々の

防災力の向上を図る。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）風水害に強いまちの形成 

ｃ  

（略） 

また、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当

することが判明した区域についても、土砂災害警戒

区域の指定作業と並行して、上記と同様の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

 

ｌ 

（ｈ）浸水想定区域をその区域に含む市町村の長

第１節 風水害に強い県づくり 

第３ 計画の内容 

  ２ 風水害に強いまちづくり 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（全部局） 

    （エ）災害応急対策等への備え 

      ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災

害復旧、復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々

の防災力の向上を図る。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）風水害に強いまちの形成 

ｃ  

（略） 

また、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当

することが判明した区域についても、土砂災害警戒

区域の指定作業と並行して、上記と同様の措置を講

じるよう努めるものとする。 

 

ｌ 

（ｈ）浸水想定区域をその区域に含む市町村の長

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

は、市町村地域防災計画において定められた洪

水予報等の伝達方法、避難場所及び避難経路に

関する事項、洪水又は雨水出水に係る避難訓練

に関する事項その他洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため必要な事項、並びに浸

水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設、

大規模工場等の名称及び所在地について住民

に周知させるため、これらの事項を記載した印

刷物の配布その他の必要な措置を講ずる 

 

    （エ）災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災

害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平時より十分行うとともに、職員及び住民個々の

防災力の向上、人的ネットワークの構築を図るも

のとする。 

（略） 

      ｊ 平時より、災害による被害が予測される空家等

の状況の確認に努めるものとする。 

    ウ【関係機関が実施する計画】 

    （イ）ライフライン施設等の機能の確保 

      ｅ  

（略） 

は、市町村地域防災計画において定められた洪

水予報等の伝達方法、避難場所及び避難経路に

関する事項、洪水又は雨水出水に係る避難訓練

に関する事項その他洪水時等の円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため必要な事項、並びに浸

水想定区域内の地下街等、要配慮者利用施設、

大規模工場等の名称及び所在地について住民

に周知させるため、これらの事項を記載した印

刷物の配布その他の必要な措置を講じる 

 

    （エ）災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災

害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々

の防災力の向上、人的ネットワークの構築を図る

ものとする。 

（略） 

      ｊ 平常時より、災害による被害が予測される空家

等の状況の確認に努めるものとする。 

    ウ【関係機関が実施する計画】 

（イ）ライフライン施設等の機能の確保 

      ｅ  

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

        なお、浸水想定区域（洪水・雨水出水）に所在

する場合は、風水害が生じた際の被災を軽減する

ため、止水板等の設置による止水対策や自家発電

機等の高所移設、排水ポンプ設置等による浸水対

策を講ずるものとする。 

 

    （ウ）災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災

害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平時より十分行うとともに、職員個々の防災力の

向上を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        なお、浸水想定区域（洪水・雨水出水）に所在

する場合は、風水害が生じた際の被災を軽減する

ため、止水板等の設置による止水対策や自家発電

機等の高所移設、排水ポンプ設置等による浸水対

策を講じるものとする。 

 

    （ウ）災害応急対策等への備え 

ａ 次章以降に掲げる、災害時の災害応急対策、災

害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを

平常時より十分行うとともに、職員個々の防災力

の向上を図るものとする。 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第２節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 災害発生直前対策 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 災害未然防止活動 

（２）県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがある場

合、事前に新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）を用いて備蓄

状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている

物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送

拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有す

るなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のた

めの準備に努めるものとする。 

第２節 災害発生直前対策 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 災害未然防止活動 

（２）県及び市町村は、大規模な災害発生のおそれがある場

合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて

備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されて

いる物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の

輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共

有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援

のための準備に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第３節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 情報の収集・連絡体制の整備 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

  （コ）国関係機関、市町村及び指定公共機関等と情報の

共有化を図るため、横断的に共有すべき防災情報

を、新総合防災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)や

新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）に集約できるよう努

めるとともに、必要に応じて活用するものとする。

（全部局） 

 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （カ）国関係機関、県及び指定公共機関等と情報の共有

化を図るため、横断的に共有すべき防災情報を、新

総合防災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)や新物

資システム（Ｂ－ＰＬｏ）に集約できるよう努める

とともに、必要に応じて活用するものとする。 

 

２ 情報の分析整理 

県及び市町村は、平時より自然情報、社会情報、防災情

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 情報の収集・連絡体制の整備 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

   （コ）国関係機関、市町村及び公共機関等と情報の共有化

を図るため、横断的に共有すべき防災情報を、総合防

災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)に集約できるよう

努めるとともに、必要に応じて活用するものとする。

（全部局） 

 

 

  イ【市町村が実施する計画】 

    （カ）国関係機関、県及び公共機関等と情報の共有化を

図るため、横断的に共有すべき防災情報を、総合防

災情報システム(ＳＯＢＯ－ＷＥＢ)に集約できるよ

う努めるとともに、必要に応じて活用するものとす

る。 

 

２ 情報の分析整理 

県及び市町村は、平常時より自然情報、社会情報、防災

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修
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【風水害対策編】第２章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

報等の防災関連情報の収集、蓄積に努め、総合的な防災情

報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マッ

プの作成等による災害危険性の周知等に生かすほか、必要

に応じ、災害対策を支援する地理情報システムの構築に努

めるものとする。 

 

  ３ 通信手段の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（カ）ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供さ

れている災害時優先電話等を効果的に活用するよ

う努める。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

（カ）ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供さ

れている災害時優先電話等を効果的に活用するよ

う努める。 

 

 

 

 

 

 

情報等の防災関連情報の収集、蓄積に努め、総合的な防災

情報を網羅した各種災害におけるハザードマップ、防災マ

ップの作成等による災害危険性の周知等に生かすほか、必

要に応じ、災害対策を支援する地理情報システムの構築に

努めるものとする。 

 

  ３ 通信手段の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（カ）東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供

されている災害時優先電話等を効果的に活用する

よう努める。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（カ）東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供

されている災害時優先電話等を効果的に活用する

よう努める。 

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 
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【風水害対策編】第２章第４節 

第 2章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 職員の参集・活動体制 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

  （カ）応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修

機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実、

大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水

害においては気象防災アドバイザー等）の知見の活

用等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に

外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕

組みを平時から構築することに努めるものとする。 

 

（キ）災害対応業務に従事する職員の健康管理等の徹底

に努める。 

 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （エ）応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修

機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実、

大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水

害においては気象防災アドバイザー等）の知見の活

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 職員の参集・活動体制 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

  （カ）応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修

機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実、

大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水

害においては気象防災アドバイザー等）の知見の活

用等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に

外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕

組みを平常時から構築することに努めるものとす

る。 

（新設） 

 

 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （エ）応急対策全般への対応力を高めるため、国の研修

機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実、

大学の防災に関する講座等との連携、専門家（風水

害においては気象防災アドバイザー等）の知見の活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第４節 

新 旧 修正理由・備考 

用等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に

外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕

組みを平時から構築することに努めるものとする。 

 

（カ）災害対応業務に従事する職員の健康管理等の徹底

に努めるものとする。 

 

用等により、人材の育成を図るとともに、緊急時に

外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕

組みを平常時から構築することに努めるものとす

る。 

（新設） 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第５節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 広域相互応援計画 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災

地方公共団体及び被災公共機関等単独では十分な応急・復旧

活動を実施することが困難となった場合に備え、地方公共団

体相互、消防機関相互及び公共機関相互等において、応援協

定を締結し、平時から連携の強化を図るとともに、災害時は、

協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものとす

る。 

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、実効

性の確保に留意する。 

 

第３ 計画の内容 

  １ 防災関係機関相互の連携体制 

  （２）実施計画 

    カ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等が迅速に活動

できるよう、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ予備隊員を含む、人

員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図る

とともに、研修及び実践的な訓練の実施により、支援

体制の充実・強化を図るものとする。また、高度な専

門性を有するＴＥＣ－ＦＯＲＣＥアドバイザーや

第５節 広域相互応援計画 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、被災

地方公共団体及び被災公共機関等単独では十分な応急・復旧

活動を実施することが困難となった場合に備え、地方公共団

体相互、消防機関相互及び公共機関相互等において、応援協

定を締結し、平常時から連携の強化を図るとともに、災害時

は、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するもの

とする。 

また、相互支援体制や連携体制の整備に当たっては、実効

性の確保に留意する。 

 

第３ 計画の内容 

  １ 防災関係機関相互の連携体制 

  （２）実施計画 

    カ 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等が迅速に活動

できるよう、人員の派遣及び資機材の提供を行う体制

の整備を図るものとする。（地方整備局） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第５節 

新 旧 修正理由・備考 

TEC-FORCEパートナーと一体となって官民で連携して

活動する体制の構築を図るものとする。（地方整備局） 

   

  ２ 県内全市町村間の相互応援協定 

  （１）現状及び課題 

（略） 

今後は、これらの協定に基づき平時から連携強化

を図り、相互応援体制を確立する必要がある。 

（２）実施計画 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （ウ）備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に実

施し、迅速かつ円滑な応援の要請及び実施が図

れるよう、平時から連携強化に努めるものとす

る。 

  ３ 県内外消防本部間の消防相互応援体制 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （イ）各消防本部における消防力の把握及び実践的な合

同訓練等を定期的に実施し、迅速かつ円滑な応援の

要請及び応援活動の実施等が図れるよう、平時から

連携強化を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

  ２ 県内全市町村間の相互応援協定 

  （１）現状及び課題 

（略） 

今後は、これらの協定に基づき平常時から連携強

化を図り、相互応援体制を確立する必要がある。 

（２）実施計画 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （ウ）備蓄状況の把握及び合同訓練等を定期的に実

施し、迅速かつ円滑な応援の要請及び実施が図

れるよう、平常時から連携強化に努めるものと

する。 

  ３ 県内外消防本部間の消防相互応援体制 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （イ）各消防本部における消防力の把握及び実践的な合

同訓練等を定期的に実施し、迅速かつ円滑な応援の

要請及び応援活動の実施等が図れるよう、平常時か

ら連携強化を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第５節 

新 旧 修正理由・備考 

  ４ 他の都道府県等との相互応援協定 

  （１）現状及び課題 

（略） 

また災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困

難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員

の派遣、災害廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やか

に災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努

めるものとする。その際、近隣都県市に加えて、大規模

な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に

所在する都道府県等との間の協定締結を検討する。 

  （２）実施計画 

    エ 広域避難が実施された場合を想定し、避難所・応急

仮設住宅の設置が相互に行われるよう平時から体制

整備を図る。 

オ 災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難

な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員

の派遣、災害廃棄物処理等、相互に連携・協力し速や

かに災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結

に努めるものとする。その際、近隣都県市に加えて、

大規模な地震災害等による同時被災を避ける観点か

ら、遠方に所在する都道府県等との間の協定締結を検

討する。 

  ５ 公共機関及びその他事業者間の相互応援協定 

 

  ４ 他の都道府県等との相互応援協定 

  （１）現状及び課題 

（略） 

また災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困

難な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員

の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災

害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努める

ものとする。その際、近隣都県市に加えて、大規模な地

震災害等による同時被災を避ける観点から、遠方に所在

する都道府県等との間の協定締結を検討する。 

  （２）実施計画 

    エ 広域避難が実施された場合を想定し、避難所・応急

仮設住宅の設置が相互に行われるよう平常時から体

制整備を図る。 

オ 災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難

な場合に、他の地方公共団体からの物資の提供、人員

の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに

災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努

めるものとする。その際、近隣都県市に加えて、大規

模な地震災害等による同時被災を避ける観点から、遠

方に所在する都道府県等との間の協定締結を検討す

る。 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

18



【風水害対策編】第２章第５節 

新 旧 修正理由・備考 

  （２）実施計画 

     また、共同で訓練等を行うなど、平時より連携を強化

し、円滑な応急・復旧活動を行う体制を整備するものと

する。 

  

  ６ 県と市町村が一体となった他都道府県被災地への応援

体制整備 

（２）実施計画 

【県及び市町村が実施する計画】 

協定により実施する応援の内容については、その内

容ごとに応援に要する職員の選定、職員が自活できる

ような資機材や物資等の確保及び活動方法等の応援体

制をあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

また共同で訓練等を行うなど、平時より連携を強化

し、円滑な応援活動を行う体制を整備するものとする。 

 

  ７ 広域防災拠点の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

    （ウ）県は、市町村の受援計画の作成や実効性の確保に

向けて、適切な助言を行うなどの支援に努めるもの

とする。 

  ５ 公共機関及びその他事業者間の相互応援協定 

  （２）実施計画 

     また、共同で訓練等を行うなど、平常時より連携を強

化し、円滑な応急・復旧活動を行う体制を整備するもの

とする。 

  

  ６ 県と市町村が一体となった他都道府県被災地への応援

体制整備 

（２）実施計画 

【県及び市町村が実施する計画】 

協定により実施する応援の内容については、その内

容ごとに応援に要する職員の選定、職員が自活できる

ような資機材や物資等の確保及び活動方法等の応援体

制をあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

また共同で訓練等を行うなど、平常時より連携を強化

し、円滑な応援活動を行う体制を整備するものとする。 

 

  ７ 広域防災拠点の確保 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

（新設） 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第６節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 救出・救助用資機材の整備 

  （１）現状及び課題 

令和７年４月１日現在、県内消防本部における救助救

急車両の現有台数は、救助工作車26台、救急自動車121

台であり、消防力の整備指針に対する充足率は、救助工

作車96.3％、救急自動車100％である。 

これらの状況から、救助工作車及び救急自動車につい

ては、一定の充足及び高規格化は果たされてはいるが、

更なる促進は必要である。さらに、救助工作車の充足及

び救急自動車の高規格化の促進が必要であるとともに、

消防団、自主防災組織等を中心とした救助・救急活動に

必要な資機材の整備、分散配置及び平時からの訓練の実

施も必要である。 

 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、警

察本部） 

    （ウ）市町村において、消防団詰所、公民館、コミュニ

ティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄を行

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 救出・救助用資機材の整備 

  （１）現状及び課題 

令和５年４月１日現在、県内消防本部における救助救

急車両の現有台数は、救助工作車26台、救急自動車120

台であり、消防力の整備指針に対する充足率は、救助工

作車96.3％、救急自動車99.2％である。 

これらの状況から、救助工作車及び救急自動車につい

ては、一定の充足及び高規格化は果たされてはいるが、

更なる促進は必要である。さらに、救助工作車の充足及

び救急自動車の高規格化の促進が必要であるとともに、

消防団、自主防災組織等を中心とした救助・救急活動に

必要な資機材の整備、分散配置及び平常時からの訓練の

実施も必要である。 

 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部、警

察本部） 

    （ウ）市町村において、消防団詰所、公民館、コミュニ

ティ防災拠点施設等に救助・救急資機材の備蓄を行

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 
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【風水害対策編】第２章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

い、消防団、自主防災組織を中心に、住民の協力を

得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の整備

及び平時からの訓練の実施が行われるよう助言す

る。 

（エ）ｂ 

      （ｂ）レスキュー車、投光車、キッチンカー、交

通規制用バン型車、オフロード二輪車等災害

警備活動用車両 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（ウ）消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設

等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消防団、自主

防災組織を中心に住民の協力を得て、発災当初の救

助・救急活動を行う体制の整備を図るものとする。 

また、平時から住民に対して、これらを使用した、

救助方法及び応急手当等の指導を行うとともに、定

期的に訓練を実施するものとする。 

   

  ４ 消防、医療及びその他関係機関相互の連絡体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

(ウ)災害時に医療施設や避難所等の情報を迅速に把握

するために、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩ

い、消防団、自主防災組織を中心に、住民の協力を

得て、発災当初の救助・救急活動を行う体制の整備

及び平常時からの訓練の実施が行われるよう助言

する。 

    （エ）ｂ 

      （ｂ）レスキュー車、投光車、キッチンカー、ト

イレカー、給水車、交通規制用バン型車、オ

フロード二輪車等災害警備活動用車両 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

（ウ）消防団詰所、公民館、コミュニティ防災拠点施設

等に救助・救急資機材の備蓄を行い、消防団、自主

防災組織を中心に住民の協力を得て、発災当初の救

助・救急活動を行う体制の整備を図るものとする。 

また、平常時から住民に対して、これらを使用し

た、救助方法及び応急手当等の指導を行うととも

に、定期的に訓練を実施するものとする。 

   

  ４ 消防、医療及びその他関係機関相互の連絡体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

(ウ)災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把

握するために、広域災害救急医療情報システム（ＥＭ

 

 

表現の統一に伴う

修正 

 

実情に合わせて修

正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に
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【風水害対策編】第２章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

Ｓ）、災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ24Ｈ）

等の活用に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行う。

（健康福祉部） 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

(ウ)災害時に医療施設や避難所等の情報迅速に把握する

ために、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）、

災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ24Ｈ）等の

活用に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行う。 

 

   ウ【関係機関が実施する計画】 

(ウ)災害時に医療施設や避難所等の情報を迅速に把握す

るために、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）、

災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ24Ｈ）等の活

用に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行う。 

   

ＩＳ）の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に

行う。（健康福祉部） 

 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ウ) 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握

するために、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩ

Ｓ）の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行

う。 

 

 

   ウ【関係機関が実施する計画】 

(ウ) 災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握

するために、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

の整備に努め、操作等の研修・訓練を定期的に行う。 

 

合わせて修正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第７節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第７節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 消防計画 

  （１）現状及び課題 

     令和７年４月１日現在の県下の消防体制は、消防本部

数13、消防署所数94、消防職員数2,580人、消防団員数

28,121人である。また、令和７年４月１日現在の消防力

の整備指針に対する充足率は、消防職員63.7％、消防団

員85.7％、消防ポンプ自動車100.7％となっており、消

防職員に関しては、いまだ充分な状況であるとはいえな

い。 

 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

（エ）消防機関及び自主防災組織等の連携強化 

（略） 

       また、当該組織等の活動拠点施設、資機材の整備

及びリーダー研修の実施等による育成強化を図る

とともに、防災訓練の実施等により、平時から消防

本部、消防団及び自主防災組織の連携強化を図り、

大規模災害発生時において、一体となって当該災害

第７節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 消防計画 

（１）現状及び課題 

     令和４年４月１日現在の県下の消防体制は、消防本部

数13、消防署所数93、消防職員数2,535人、消防団員数

30,887人である。また、令和４年４月１日現在の消防力

の整備指針に対する充足率は、消防職員62.5％、消防団

員88.3％、消防ポンプ自動車96.8％となっており、消防

職員に関しては、いまだ充分な状況であるとはいえな

い。 

 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

（エ）消防機関及び自主防災組織等の連携強化 

（略） 

       また、当該組織等の活動拠点施設、資機材の整備

及びリーダー研修の実施等による育成強化を図る

とともに、防災訓練の実施等により、平常時から消

防本部、消防団及び自主防災組織の連携強化を図

り、大規模災害発生時において、一体となって当該

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第７節 

等に対処できる体制の構築を図るものとする。 

 

  ２ 水防計画 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （エ）平時における河川、遊水池等の水防対象箇所の巡

視 

 

   

災害等に対処できる体制の構築を図るものとする。 

 

  ２ 水防計画 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （エ）平常時における河川、遊水池等の水防対象箇所の

巡視 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第８節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第８節 要配慮者支援計画 

 

第１ 基本方針 

（略） 

   また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設

が、土砂災害や浸水被害により被災し、多数の犠牲者が出た

事例もあり、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地

域内に立地する要配慮者利用施設については、避難誘導等に

ついて重点的に対策を講ずる必要がある。 

 

第２ 主な取組 

１ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、支援

体制の構築に努める。 

 

第３ 計画の内容 

  １ 要配慮者支援計画の作成 

（1）現状及び課題 

災害時の要配慮者に対する避難支援等の強化は急務

であり、避難支援体制の構築が望まれる。特に、要配慮

者のうち避難行動要支援者については、市町村に名簿作

成が義務付けられており、平時から避難支援体制を構築

しておく必要がある。 

第８節 要配慮者支援計画 

 

第１ 基本方針 

（略） 

   また、近年社会福祉施設、医療施設等の要配慮者利用施設

が、土砂災害や浸水被害により被災し、多数の犠牲者が出た

事例もあり、土砂災害や浸水被害が発生するおそれのある地

域内に立地する要配慮者利用施設については、避難誘導等に

ついて重点的に対策を講じる必要がある。 

 

第２ 主な取組み 

１ 要配慮者支援計画を策定し、支援体制計画の構築に努め

る。 

 

第３ 計画の内容 

  １ 要配慮者支援計画の作成 

（1）現状及び課題 

災害時の要配慮者に対する避難支援等の強化は急務

であり、避難支援体制の構築が望まれる。特に、要配慮

者のうち避難行動要支援者については、市町村に名簿作

成が義務付けられており、平常時から避難支援体制を構

築しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第８節 

新 旧 修正理由・備考 

 

  （2）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

     県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関し

て、事例や留意点などの提示、研修会や訓練の実施等の

取組を通じた支援に努めるものとする。 

     また、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動

要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周

知・啓発等に努めるものとする。 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （イ）避難行動要支援者の把握と名簿の作成 

       市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担

当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、平

時から避難行動要支援者に関する情報の把握に努

め、避難行動要支援者名簿を作成する。情報の把握

及び名簿の作成にあたっては、本人の意思に反して

プライバシーに関わる事項の申出を強制しないよ

う十分注意するものとする。 

（ウ）個別避難計画作成の努力義務 

（略） 

なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地

域の危険度の想定や要配慮者本人の心身の状況等

を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるも

 

  （2）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

     県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関し

て、事例や留意点などの提示、研修会の実施等の取組を

通じた支援に努めるものとする。 

（新設） 

 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （イ）避難行動要支援者の把握と名簿の作成 

       市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担

当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、平

常時より避難行動要支援者に関する情報の把握に

努め、避難行動要支援者名簿を作成する。 

 

 

 

（ウ）個別避難計画作成の努力義務 

（略） 

なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地

域の危険度の想定や要配慮者本人の心身の状況等

を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるも

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第８節 

新 旧 修正理由・備考 

のとする。 

（削除） 

 

 

 

 

（エ）避難行動要支援者名簿の提供 

（略） 

なお、名簿情報の提供について、本人の同意がな

くても平時から名簿情報を外部に提供できる旨を

市町村条例等で別に定めている場合は、平時からの

提供に際しては本人の同意を要しない。 

（削除） 

 

 

 

 

 

(オ)  避難行動要支援者の移送計画 

市町村は、安全が確保された後に、避難行動要支

援者を円滑に避難場所から指定避難所等へ移送す

るため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及

び移送方法についてあらかじめ定めるよう努める

のとする。 

加えて、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、

避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等

にデジタル技術を活用するよう積極的に検討する

ものとする。 

 

（エ）避難行動要支援者名簿の提供 

（略） 

なお、名簿情報の提供について、本人の同意がな

くても平常時から名簿情報を外部に提供できる旨

を市町村条例等で別に定めている場合は、平常時か

らの提供に際しては本人の同意を要しない。 

(オ) 要配慮者支援計画の作成 

市町村は、地域における災害特性等を踏まえ地域

住民と連携を図りながら災害時住民支え合いマッ

プ等により要配慮者支援計画を作成するとともに、

避難行動要支援者以外の要配慮者についても、避難

支援についての計画の作成に努めるものとする。 

(カ) 避難行動要支援者の移送計画 

市町村は、安全が確保された後に、避難行動要支

援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移送する

ため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び

移送方法についてあらかじめ定めるよう努めるも

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

項目の整理に伴う修

正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第８節 

新 旧 修正理由・備考 

ものとする。 

(カ) 個別避難計画の事前提供 

（略） 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等か

ら、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援

者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものと

する。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等

必要な措置を講ずるものとする。 

(キ) 要配慮者への配慮 

市町村は、個別避難計画が未作成の避難行動要支

援者及び避難行動要支援者以外の要配慮者につい

ても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよ

う、平時から、避難支援等に携わる関係者への必要

な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整、災害

時住民支え合いマップの作成その他の避難支援体

制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

(ク) 地区防災計画との調整 

（略） 

(ケ) 個別避難計画作成の促進 

市町村は、個別避難計画の作成を促進するため、

避難行動要支援者や避難支援等に携わる関係者に

対し、制度の周知・啓発等に努めるものとする。 

のとする。 

(キ) 個別避難計画の事前提供 

（略） 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等か

ら、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援

者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものと

する。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等

必要な措置を講じるものとする。 

(ク) 避難行動要支援者への配慮 

市町村は、個別避難計画が作成されていない避難

行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅

速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携

わる関係者への必要な情報の提供、関係者間の事前

の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必

要な配慮をするものとする。 

 

(ケ) 地区防災計画との調整 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第９節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第９節 緊急輸送計画 

第１ 基本方針 

大規模災害が発生したときは、救急救助活動、消火活動、

各種救援活動など、人命救助と被災者の生活確保及び早期復

旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされるこ

とから、こうした緊急輸送業務について、迅速に対応できる

体制を平時から確立するとともに、災害による障害を未然に

防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を確

立するものとする。 

   

第３ 計画の内容 

  ３ 輸送体制の整備計画 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

（イ）ヘリコプターの活用については、第３章第５節

「ヘリコプターの運用計画」のとおりとし、平時か

ら連携を密にするものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

（ア）北陸信越運輸局は、次の事項を推進するものとす

る。 

ａ 災害発生時の緊急輸送活動のため、平時から輸

送能力を把握する。 

第９節 緊急輸送計画 

第１ 基本方針 

大規模災害が発生したときは、救急救助活動、消火活動、

各種救援活動など、人命救助と被災者の生活確保及び早期復

旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされるこ

とから、こうした緊急輸送業務について、迅速に対応できる

体制を平常時から確立するとともに、災害による障害を未然

に防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を

確立するものとする。 

   

第３ 計画の内容 

  ３ 輸送体制の整備計画 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】（危機管理部） 

（イ）ヘリコプターの活用については、第３章第５節

「ヘリコプターの運用計画」のとおりとし、平常時

から連携を密にするものとする。 

ウ【関係機関が実施する計画】 

（ア）北陸信越運輸局は、次の事項を推進するものとす

る。 

ａ 災害発生時の緊急輸送活動のため、平常時から

輸送能力を把握する。 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 
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【風水害対策編】第２章第 11 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第11節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 避難計画の策定等 

(2) 実施計画 

    イ【県が実施する計画】 

    (キ) 警察署、交番及び駐在所で発行するミニ広報紙や

各種会合出席等の平時の警察活動を通じて、地域住

民に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定避

難所、及び避難経路、及び避難時の留意事項等につ

いて周知徹底を図る。（警察本部） 

   （ク）多数の人が集まる場所の管理者に対して、非常の際

の誘導要領の作成、避難経路の明示、照明・予備電

源の確保等についての指導を促進する。（危機管理

部、警察本部） 

 

   ウ【市町村が実施する計画】 

（イ）避難計画の作成 

（略） 

また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平時

から災害時における優先すべき業務を絞り込むとと

もに、当該業務を遂行するための役割を分担するな

第11節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 避難計画の策定等 

(2) 実施計画 

     イ【県が実施する計画】 

    (キ) 警察署、交番及び駐在所で発行するミニ広報紙や

各種会合出席等の平常時の警察活動を通じて、地域

住民に対して災害発生時の指定緊急避難場所、指定

避難所、及び避難経路、及び避難時の留意事項等に

ついて周知徹底を図る。（警察本部） 

    （ク）デパート、劇場等多数の人が集まる場所の管理者

に対して、非常の際の誘導要領の作成、避難経路の

明示、照明・予備電源の確保等についての指導を促

進する。（危機管理部、警察本部） 

 

ウ【市町村が実施する計画】 

（イ）避難計画の作成 

（略） 

また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平

常時から災害時における優先すべき業務を絞り込

むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

該当しない施設が多

いため修正 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

ど、全庁を挙げた体制の構築に努めるものとする。 

 

（略） 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

（ａ）平時における広報 

（ウ）避難行動要支援者対策 

市町村は、平時より避難行動要支援者に関する情

報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成し、

避難支援等に携わる関係者として市町村地域防災

計画に定めた消防機関、警察機関、民生委員・児童

委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、避

難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじめ

避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認

体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとす

る。 

 

２ 避難場所の確保 

（２）実施計画 

  ア【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

  (イ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平時から避難経路上の障害物の除去等を行い、

その確保に努める。 

するなど、全庁を挙げた体制の構築に努めるものと

する。 

（略） 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

（ａ）平常時における広報 

（ウ）避難行動要支援者対策 

市町村は、平常時より避難行動要支援者に関する

情報の把握に努め、避難行動要支援者名簿を作成

し、避難支援等に携わる関係者として市町村地域防

災計画に定めた消防機関、警察機関、民生委員・児

童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等に対し、

避難行動要支援者本人の同意を得た上で、あらかじ

め避難行動要支援者名簿を提供し、避難行動要支援

者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確

認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものと

する。 

 

２ 避難場所の確保 

(2) 実施計画 

  ア【県が実施する計画】（県有施設管理部局） 

  (イ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平常時から避難経路上の障害物の除去等を行

い、その確保に努める。 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

  イ【市町村が実施する計画】 

  (ア) 市町村は、都市公園、公民館、学校等の公共的施

設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、想定され

る災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の同意

を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時におい

て、安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者

が避難生活を送るために必要十分な指定避難所に

ついて、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定

し、平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭

動物の受入れ方法等について、住民への周知徹底を

図るものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(2) 実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

(ウ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平時から避難経路上の障害物の除去等を行い、

その確保に努める。（県有施設管理部局） 

(オ) 避難所の感染症対策については、第３章第17節

「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平時から、

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておく

とともに、感染者患者が発生した場合の対応を含

め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要な措

イ【市町村が実施する計画】 

  (ア) 市町村は、都市公園、公民館、学校等の公共的施

設を対象に、地域的な特性や過去の教訓、想定され

る災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の同意

を得た上で、災害の危険が切迫した緊急時におい

て、安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者

が避難生活を送るために必要十分な指定避難所に

ついて、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定

し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家

庭動物の受入れ方法等について、住民への周知徹底

を図るものとする。 

 

３ 避難所の確保 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】 

(ウ) 県有施設の避難に関する計画の策定に当たり、職

員は平常時から避難経路上の障害物の除去等を行

い、その確保に努める。（県有施設管理部局） 

(オ) 避難所の感染症対策については、第３章第17節

「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時か

ら、指定避難所のレイアウトや動線等を確認してお

くとともに、感染者患者が発生した場合の対応を含

め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要な措

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

置を講じるよう努めるものとする。 

（略） 

  イ【市町村が実施する計画】 

(コ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節

「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平時から、

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておく

とともに、感染者患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（略） 

(ス) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施

設を確保し、快適なトイレ環境確保のための携帯ト

イレ・簡易トイレ、食料、飲料水、適温の食事のた

めの炊き出し用具やキッチン資機材、安眠確保のた

めの段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、

毛布、プライバシー確保のためのパーティション、

衛生促進のための入浴・洗濯設備、乳児用粉ミル

ク・液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむ

つ、トイレットペーパー、生理用品のほか、感染症

対策のためのマスクや消毒液など、避難生活に必要

な物資等の備蓄・確保に努めるものとする。 

また、灯油、ＬＰガスなどの常設に努めるものと

する。 

置を講じるよう努めるものとする。 

（略） 

  イ【市町村が実施する計画】 

(コ) 避難所の感染症対策については、第３章第１７節

「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時か

ら、指定避難所のレイアウトや動線等を確認してお

くとともに、感染者患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（略） 

(ス) 指定避難所又はその近傍で、地域完結型の備蓄施

設を確保し、食料、水、非常用電源、常備薬、マス

ク、消毒液、段ボールベッド等の簡易ベッド（以下

「段ボールベッド等」という。）、パーティション、

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染

症対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

また、灯油、ＬＰガスなどの常設に努めるものと

する。 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第 11 節 

新 旧 修正理由・備考 

なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女

性、子どもにも配慮するものとする。 

 

６ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

(2) 実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

  (イ) 指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として

位置づけられた避難所についても、あらかじめ情報

を把握するとともに、在宅避難者等が発生する場合

や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難

となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応

じ、在宅避難者等の支援方策を市町村とともに検討

するよう努めるものとする。 

  イ【市町村が実施する計画】 

  (イ) 指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として

位置づけられた避難所についても、あらかじめ情報

を把握するとともに、在宅避難者等が発生する場合

や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難

となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応

じ、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努める

ものとする。 

 

なお、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女

性、子供にも配慮するものとする。 

 

６ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

(2) 実施計画 

  ア【県が実施する計画】 

(イ) 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等

の支援方策を市町村とともに検討するよう努める

ものとする。 

 

 

  イ【市町村が実施する計画】 

  (イ) 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避

難者等を受け入れることが困難となる場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等

の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第 12 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第12節 孤立防止対策 

 

第３ 計画の内容 

  １ 通信手段の確保 

  （１）現状及び課題 

方式別 令和６年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 70（90.9%） 

移動系（移動局） 49（63.6%） 

  

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （エ）ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供さ

れている災害時優先電話等を効果的に活用するよ

う努める。 

    イ【市町村が実施する計画】 

（エ）ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供さ

れている災害時優先電話等を効果的に活用するよ

う努めるものとする。また、災害用として配備され

ている無線電話等の機器については、その運用方法

等について習熟に努めるものとする。 

   

 

第12節 孤立防止対策 

 

第３ 計画の内容 

  １ 通信手段の確保 

  （１）現状及び課題 

方式別 令和４年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 69（89.6%） 

移動系（移動局） 51（66.2%） 

 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （エ）東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供

されている災害時優先電話等を効果的に活用する

よう努める。 

    イ【市町村が実施する計画】 

（エ）東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供

されている災害時優先電話等を効果的に活用する

よう努めるものとする。また、災害用として配備さ

れている無線電話等の機器については、その運用方

法等について習熟に努めるものとする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

社名変更に伴う修

正 

 

 

社名変更に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

３ 孤立予想地域の実態把握 

（１）現状及び課題 

県内の孤立予想地域は、県全体で平成25年12月末現在

1,163集落である。 

大規模な災害が発生すれば交通手段の寸断等で住民

生活が困難又は不可能になることにより孤立地域が発

生する可能性が高く、あらかじめ孤立予想集落を把握す

る必要がある。その際は、要配慮者に対する優先的な支

援が必要である。孤立した場合、生命あるいは健康上、

緊急に支援する必要がある住民を平時から把握し、孤立

地域発生時に備えるものとする。 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （イ）平時の行政活動を通じ、高齢者世帯、寝たきりの

病人、身体の不自由な者等、優先して救護すべき住

民の実態を把握しておくものとする。 

 

  ４ 自主防災組織の育成 

  （１）現状及び課題 

     県内の自主防災組織は、県全体で令和６年４月１日現

在95.5％の組織率（活動カバー率）である。 

 

 

３ 孤立予想地域の実態把握 

（１）現状及び課題 

県内の孤立予想地域は、県全体で平成25年12月末現在

1,163集落である。 

大規模な災害が発生すれば交通手段の寸断等で住民

生活が困難又は不可能になることにより孤立地域が発

生する可能性が高く、あらかじめ孤立予想集落を把握す

る必要がある。その際は、要配慮者に対する優先的な支

援が必要である。孤立した場合、生命あるいは健康上、

緊急に支援する必要がある住民を平常時から把握し、孤

立地域発生時に備えるものとする。 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （イ）平常時の行政活動を通じ、高齢者世帯、寝たきり

の病人、身体の不自由な者等、優先して救護すべき

住民の実態を把握しておくものとする。 

 

  ４ 自主防災組織の育成 

  （１）現状及び課題 

     県内の自主防災組織は、県全体で令和４年４月１日現

在95.2％の組織率（活動カバー率）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 

 

 

 

表現の統一に伴う

修正 

 

 

 

 

時点修正 
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【風水害対策編】第２章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

  ６ 備蓄 

（２）実施計画 

イ【住民等が実施する計画】 

（ア）孤立が予想される地域の住民は、平時から最低１

週間分の備蓄を行うものとする。 

  ６ 備蓄 

（２）実施計画 

イ【住民等が実施する計画】 

    （ア）孤立が予想される地域の住民は、平常時から最低

１週間分の備蓄を行うものとする。 

 

 

表現の統一に伴う

修正 
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【風水害対策編】第２章第 13 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第13節 食料品等の備蓄・調達計画 

 

第２ 主な取組み 

３ 初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料

品等の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所の位置を勘案

した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとと

もに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 

また、新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）を活用し、あらか

じめ備蓄物資や物資拠点の登録の他、施設ごとの備蓄物資

の品目・数量や施設概要の情報を定期的に更新するなど、

最新の状況を把握することに努めるものとする。 

 

第３ 計画の内容 

  １ 食料品等の備蓄・調達体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（ア）市町村を補完する立場から、管理栄養士等行政栄

養関係者の関与の下、非常用食料を合同庁舎及び松

本平広域公園内備蓄倉庫等において備蓄し、必要に

応じて更新する。 

   避難生活に必要な食料品等については、「県及び

市町村の備蓄体制の充実・強化に向けた基本的な方

向性」（令和６年10月11日付け６危第168号）に示

第13節 食料品等の備蓄・調達計画 

 

第２ 主な取組み 

３ 初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料

品等の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所の位置を勘案

した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとと

もに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 

また、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あ      

らかじめ備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。 

 

 

 

第３ 計画の内容 

  １ 食料品等の備蓄・調達体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（ア）市町村を補完する立場から、管理栄養士等行政栄

養関係者の関与の下、非常用食料を合同庁舎及び松

本平広域公園内備蓄倉庫等において備蓄し、必要に

応じて更新する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画

に合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県地震防災対

策アクションプラ

ン及び災害対策基
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【風水害対策編】第２章第 13 節 

新 旧 修正理由・備考 

すとおり、最大の想定避難者数や対応期間、標準品

目等の必要量などを踏まえ、必要となる備蓄の確保

に努めるものとし、その備蓄状況については、年に

1回、広く住民に公表するものとする。 

また、県が調達する食料は、食物アレルギーや宗

教上の理由など、食の多様性や環境・ゼロカーボン

に配慮して備蓄・調達するよう努める。（危機管理

部） 

   

    （キ）長野県農業協同組合中央会、全国農業協同組合

連合会長野県本部と締結した災害時等の応急生

活物資等の調達・運搬及び帰宅困難者支援に関す

る協定書に基づき連携を強化する。 

 

    イ【市町村が実施する計画】 

(ア)平成25･26年度に実施した地震被害想定の結果

や、外部からの支援が届く時期の想定、市町村ご

との地域の実状等を勘案し、食料を持ち出しでき

ない被災者等へ供給するため、調理を要しないか、 

または調理が容易で食器具等が付属した食料品

を中心に非常用食料（現物備蓄）の必要量を備蓄す

るとともに、必要に応じて更新するものとする。必

要量や確保の方法等については、市町村保健衛生部

署管理栄養士等の関与の下、市町村地域防災計画等

 

 

 

 

また、県が調達する食料は、食物アレルギーや宗

教上の理由など、食の多様性や環境・ゼロカーボン

に配慮して備蓄・調達するよう努める。（危機管理

部） 

 

  （キ）長野県農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合

会長野県本部と締結した災害時の応急生活物資等の

調達及び安定供給に関する協定書に基づき連携を強

化する。 

 

イ【市町村が実施する計画】 

(ア)平成25･26年度に実施した地震被害想定の結果や、外

部からの支援が届く時期の想定、市町村ごとの地域の実

状等を勘案し、食料を持ち出しできない被災者等へ供給

するため、調理を要しないか、 

または調理が容易で食器具等が付属した食料品を中

心に非常用食料（現物備蓄）の必要量を備蓄するととも

に、必要に応じて更新するものとする。必要量や確保の

方法等については、管理栄養士等行政栄養関係者の関与

の下、市町村地域防災計画等で定めるものとする。 

本法改正に合わせ

た修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容の整理に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的表記に修正 
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【風水害対策編】第２章第 13 節 

新 旧 修正理由・備考 

で定めるものとする。 

（イ）食料品等については、「県及び市町村の備蓄体制

の充実・強化に向けた基本的な方向性」（令和６年

10月11日付け６危第168号）に示すとおり、最大の

想定避難者数や対応期間、標準品目等の必要量など

を踏まえ、必要となる備蓄の確保に努めるものと

し、その備蓄状況については、年に１回、広く住民

に公表するものとする。 

（ウ）他の地方公共団体等との災害時の相互救援協定の

締結を図るものとする。 

（エ）非常用食料については、その保管場所に留意し、

定期的に保存状態、在庫量の確認を行うものとす

る。 

（オ）県と市町村の備蓄品目及び数量の情報共有を図る

ことにより、災害時、備蓄食料の供給を円滑、効率

的にできるようにする。 

（カ）住民、企業等に対して、防災訓練の機会等を通じ

食料備蓄の重要性について十分周知啓発するもの

とする。また、周知啓発に当たっては、自主防災組

織の活用も図るものとする。 

（キ）県と同様に、食料品等の調達体制の整備に努める

ものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（イ）他の地方公共団体等との災害時の相互救援協定の

締結を図るものとする。 

（ウ）非常用食料については、その保管場所に留意し、

定期的に保存状態、在庫量の確認を行うものとす

る。 

（エ）県と市町村の備蓄品目及び数量の情報共有を図る

ことにより、災害時、備蓄食料の供給を円滑、効率

的にできるようにする。 

（オ）住民、企業等に対して、防災訓練の機会等を通じ

食料備蓄の重要性について十分周知啓発するもの

とする。また、周知啓発に当たっては、自主防災組

織の活用も図るものとする。 

（カ）県と同様に、食料品等の調達体制の整備に努める

ものとする。 

 

長野県地震防災対

策アクションプラ

ン及び災害対策基

本法改正に合わせ

た修正 
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【風水害対策編】第２章第 14 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第14節 給水計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 飲料水等の備蓄・調達体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （オ）ボトルウォーターを合同庁舎及び松本平広域公園

内備蓄倉庫等に備蓄し、必要に応じて更新する。 

避難生活に必要な飲料水等については、「県及び

市町村の備蓄体制の充実・強化に向けた基本的な方

向性」（令和６年10月11日付け６危第168号）に示す

とおり、最大の想定避難者数や対応期間、標準品目

等の必要量などを踏まえ、必要となる備蓄の確保に

努めるものとし、その備蓄状況については、年に1

回、広く住民に公表するものとする。（危機管理部） 

 

   イ【水道事業者等が実施する計画】 

   （ア）県企業局が実施する計画 

（削除） 

b ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」

を制作・備蓄し災害時に提供を行う。 

c 予備水源、予備電源の確保を行う。 

第14節 給水計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 飲料水等の備蓄・調達体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （オ）ボトルウォーターを合同庁舎及び松本平広域公園

内備蓄倉庫等に備蓄し、必要に応じて更新する。（危

機管理部） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

イ【水道事業者等が実施する計画】 

   （ア）県企業局が実施する計画 

ｂ 病院や避難所等の重要給水施設（20か所）へ災害

の後でも使用可能な「安心の蛇口」の整備を行うと

共に、組立式応急給水栓を配置する。 

c ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」

 

 

 

 

 

 

長野県地震防災対

策アクションプラ

ン及び災害対策基

本法改正に合わせ

た修正 

 

 

 

 

 

 

 

整備完了予定に伴

い、記載内容を整理

し修正 
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【風水害対策編】第２章第 14 節 

新 旧 修正理由・備考 

d 「安心の蛇口」（病院や避難所等の重要給水施設（20

か所）へ整備した応急給水拠点）を活用した給水訓

練を地域と実施することにより、地域の防災を支援

する。 

 

   （イ）市町村が実施する計画 

ｇ 飲料水を備蓄し、必要に応じて更新する。飲料水等

については、「県及び市町村の備蓄体制の充実・強化

に向けた基本的な方向性」（令和６年10月11日付け６

危第168号）に示すとおり、最大の想定避難者数や対

応期間、標準品目等の必要量などを踏まえ、必要とな

る備蓄の確保に努めるものとし、その備蓄状況につい

ては、年に１回、広く住民に公表するものとする。 

 

を制作・備蓄し災害時に提供を行う。 

d  予備水源、予備電源の確保を行う。 

 

 

 

（イ） 市町村が実施する計画 

（新設） 

 

 

 

 

 

長野県地震防災対

策アクションプラ

ン及び災害対策基

本法改正に合わせ

た修正 
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【風水害対策編】第２章第 15 節 

第 2 章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第15節 生活必需品の備蓄・調達計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 生活必需品の備蓄・調達体制の整備 

（２）実施計画 

ア【県が実施する計画】 

（エ）避難生活に必要な生活必需品等については、「県

及び市町村の備蓄体制の充実・強化に向けた基本的

な方向性」（令和６年10月11日付け６危第168号）に

示すとおり、最大の想定避難者数や対応期間、標準

品目等の必要量などを踏まえ、必要となる備蓄の確

保に努めるものとし、その備蓄状況については、年

に1回、広く住民に公表するものとする。 

（オ）住民に対し防災思想の普及を行い、住民における

備蓄の促進を図る。（危機管理部） 

 

 

イ【市町村が実施する計画】 

（ア）各市町村において、生活必需品の備蓄・調達体制

の整備を図るものとする。 

   生活必需品等については「県及び市町村の備蓄体

制の充実・強化に向けた基本的な方向性」（令和６

第15節 生活必需品の備蓄・調達計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 生活必需品の備蓄・調達体制の整備 

（２）実施計画 

ア【県が実施する計画】 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）住民に対し防災思想の普及を行い、住民における

備蓄の促進を図る。（危機管理部） 

 

イ【市町村が実施する計画】 

（ア）各市町村において、生活必需品の備蓄・調達体制

の整備を図るものとする。 

（追記） 

 

 

 

 

 

長野県地震防災対

策アクションプラ

ン及び災害対策基

本法改正に合わせ

た修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県地震防災対

策アクションプラ
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【風水害対策編】第２章第 15 節 

新 旧 修正理由・備考 

年10月11日付け６危第168号）に示すとおり、最大

の想定避難者数や対応期間、標準品目等の必要量な

どを踏まえ、必要となる備蓄の確保に努めるものと

し、その備蓄状況については、年に１回、広く住民

に公表するものとする。 

ン及び災害対策基

本法改正に合わせ

た修正 
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【風水害対策編】第２章第 17 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第17節 電気施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 関係機関との調整 

  （３）実施計画 

    ウ【関係機関が実施する計画】 

（ア）電力広域的運営推進機関の指示に基づく需給調整

を行い、大規模停電を防ぐため、平時から訓練等の

対策を進めると共に、応急復旧用資機材の準備と復

旧工事について、関連業者と契約して体制を整備し

ておくものとする。  

 

（ウ）県及び地域振興局、市町村に対する情報提供体制

を整え、平時より連携を強化するものとする。 

 

第17節 電気施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 関係機関との調整 

  （３）実施計画 

    ウ【関係機関が実施する計画】 

（ア）電力広域的運営推進機関の指示に基づく需給調整

を行い、大規模停電を防ぐため、平常時から訓練等

の対策を進めると共に、応急復旧用資機材の準備と

復旧工事について、関連業者と契約して体制を整備

しておくものとする。  

 

（ウ）県及び地域振興局、市町村に対する情報提供体制

を整え、平常時より連携を強化するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴い修

正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 18 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第18節 都市ガス施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 関係機関との連携 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

都市ガス事業者との間において、情報収集系統を確

立するとともに、平時より連携を強化する。 

 

 

  

第18節 都市ガス施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  ３ 関係機関との連携 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

      都市ガス事業者との間において、情報収集系統を確      

   立するとともに、平常時より連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 20 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第20節 下水道施設等災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 緊急用・復旧用資機材の計画的な備蓄 

（１）現状及び課題 

被災時には、被災の状況を的確に把握するため、及び

ライフラインとしての下水道施設等の機能を確保する

ため、緊急用・復旧用資機材が必要となることから、こ

れらの資機材について、平時から計画的に購入、備蓄し

ていく必要がある。 

 

第20節 下水道施設等災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 緊急用・復旧用資機材の計画的な備蓄 

（１）現状及び課題 

被災時には、被災の状況を的確に把握するため、及び

ライフラインとしての下水道施設等の機能を確保する

ため、緊急用・復旧用資機材が必要となることから、こ

れらの資機材について、平常時から計画的に購入、備蓄

していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 21 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第21節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 緊急時のための通信確保 

  （１）現状及び課題 

     災害時においては、通信施設の被災、停電、通信量の

飛躍的な増大などにより、通信回線が一時的に利用不能

または輻輳の発生する恐れがある。このため、被災情報

の収集伝達、災害対策に必要な通信を確保するための緊

急時用通信施設、機器及び運用体制の確立が必要であ

る。 

 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

（１）現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時におけ

る情報の収集伝達に有効である市町村防災行政無線の

整備については、令和６年度末現在次のとおりである。 

方式別 令和６年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 70（90.9%） 

移動系（移動局） 49（63.6%） 

 

 

第21節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急時のための通信確保 

  （１）現状及び課題 

     災害時においては、通信施設の被災、通信量の飛躍的

な増大などにより、通信回線が一時的に利用不能または

輻輳の発生する恐れがある。このため、被災情報の収集

伝達、災害対策に必要な通信を確保するための緊急時用

通信施設、機器及び運用体制の確立が必要である。 

 

 

３ 市町村防災行政無線通信施設災害予防 

（１）現状および課題 

市町村と住民および防災関連機関への災害時におけ

る情報の収集伝達に有効である市町村防災行政無線の

整備については、令和４年度末現在次のとおりである。 

方式別 令和４年度末市町村数 

同報系（一斉通報） 69（89.6%） 

移動系（移動局） 51（66.2%） 

 

 

 

 

 

 

 

表記の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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【風水害対策編】第２章第 21 節 

新 旧 修正理由・備考 

  ４ 電気通信施設災害予防 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

      ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者との間におい

て、情報収集系統を確立するとともに、平時から連携

を強化する。 

イ【市町村が実施する計画】 

市町村は、それぞれの地域防災計画等の定めるとこ

ろにより、ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者との連

携を図るものとする。 

ウ【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソ

フトバンク㈱、楽天モバイル㈱が実施する計画】 

 

  ５ 放送施設災害予防 

（１）現状および課題 

ア 日本放送協会（長野放送局） 

非常災害に際して放送の送出および受信を確保す

るため、災害対策を確立して、対策措置を円滑に実施

し、公共放送としての協会の使命を達成するため、平

時から風水害に備えた放送所や機器等の整備に努め

ている。 

イ 信越放送㈱ 

非常災害に備えてラジオ・テレビ放送の送信・受信

  ４ 電気通信施設災害予防 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

      東日本電信電話（株）等の電気通信事業者との間に

おいて、情報収集系統を確立するとともに、平常時よ

り連携を強化する。 

イ【市町村が実施する計画】 

市町村は、それぞれの地域防災計画等の定めるとこ

ろにより、東日本電信電話（株）等の電気通信事業者

との連携を図るものとする。 

ウ【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、

ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱が実施する計画】 

 

  ５ 放送施設災害予防 

（１）現状および課題 

ア 日本放送協会（長野放送局） 

非常災害に際して放送の送出および受信を確保す

るため、災害対策を確立して、対策措置を円滑に実施

し、公共放送としての協会の使命を達成するため、平

常時から風水害に備えた放送所や機器等の整備に努

めている。 

イ 信越放送㈱ 

非常災害に備えてラジオ・テレビ放送の送信・受信

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 21 節 

新 旧 修正理由・備考 

を確保するために、「地震・災害緊急放送マニュアル」

を作り、また、災害対策体制を確立して平時から対策

の円滑な実施が図れるよう心掛け、放送局としての使

命を果たすべく努力している。 

 

   ６ 警察通信施設災害予防計画 

  （１）現状および課題 

風水害による長期停電に備え、警察本部、各警察署及

び主要無線中継所に発動発電機を整備している。 

また浸水による機器損傷を回避するため、通信施設を

建物上層階に設置するなど対策をしている。 

 

 

 

 

（２）実施計画 

  【警察本部が実施する計画】 

  ア 県警本部通信施設の機能損傷に対処するため、バッ

クアップ体制の確保及び応急用通信機器の整備を推

進する。 

 

（削除） 

 

を確保するために、「地震・災害緊急放送マニュアル」

を作り、また、災害対策体制を確立して平常時から対

策の円滑な実施が図れるよう心掛け、放送局としての

使命を果たすべく努力している。 

 

６ 警察無線通信施設災害予防計画 

（１）現状および課題 

風水害による長期停電に備え、警察本部、各警察署

及び主要無線中継所に発動発電機が整備されている。 

また浸水による機器損傷を回避するため、通信施設

は建物上層階に設置しているほか、機器が老朽化し た

際は更新して信頼性を保っている。 

無線多重回線については、２ルート化及びグループ

化を完了し、信頼性の向上を図っている。 

 

（２）実施計画 

  【警察本部が実施する対策】 

   ア 県警本部通信施設の機能損傷に対処するため、本  

部設備の一部２重化、応急用通信機器の保管場所の整備

を推進する。 

 

ウ 災害に強い情報収集並びに連絡体制の強化を図るた

め、衛星通信設備の整備を行う。 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

内容の整理に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の整理に伴う修

正 

 

 

内容の整理に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 21 節 

新 旧 修正理由・備考 

 

 

 

７ 道路埋設通信施設災害予防 

（１）現状及び課題 

 

エ 無線中継局および無線基地局の増設整備を行い、サー

ビスエリアの拡張整備を推進する。 

 

７ 道路埋設通信施設災害予防 

（１）現状および課題 

 

 

 

 

 

訂正 
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【風水害対策編】第２章第 23 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第23節 災害後方計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 被災者及び住民等への情報の提供体制 

 （２）実施計画 

イ【市町村が実施する計画】 

（オ）ＮＴＴ㈱等の電気通信事業者が、災害時に提供す

る伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努

めるものとする。 

第23節 災害後方計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 被災者及び住民等への情報の提供体制 

 （２）実施計画 

イ【市町村が実施する計画】 

    （オ）日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が、災       

害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法

等の周知に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正

の修正 
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【風水害対策編】第２章第 24 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第 24節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 地すべり対策 

(1) 現状及び課題 

本県は複雑な地質構造を有しており、特に県中北部の

第三紀層地帯、及び南部の結晶片岩地帯を中心に全国屈

指の地すべり地帯が分布している。令和７年４月１日現

在、土砂災害警戒区域（地すべり）は 1,520区域、地す

べり危険箇所は、732 箇所（林務部所管 412 箇所、農政

部所管 320箇所）ある。 

 

２ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区

については、令和７年４月１日現在、山腹崩壊危険地区

3,741 か所、崩壊土砂流出危険地区 4,662か所である。 

 

 ３ 土石流対策 

(1) 現状及び課題 

一見、安定した河床、林相を呈している地域でも、豪

雨によって土石流が発生し、人家集落が壊滅的被害を受

第 24節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

 １ 地すべり対策 

(1) 現状及び課題 

本県は複雑な地質構造を有しており、特に県中北部の

第三紀層地帯、及び南部の結晶片岩地帯を中心に全国屈

指の地すべり地帯が分布している。令和６年４月１日現

在、土砂災害警戒区域（地すべり）は 1,520区域、地す

べり危険箇所は、732箇所（林務部所管 412箇所、農政

部所管 320箇所）ある。 

 

２ 山地災害危険地対策 

(1) 現状及び課題 

山腹崩壊、土砂流出のおそれのある山地災害危険地区

については、令和６年４月１日現在、山腹崩壊危険地区

3,739か所、崩壊土砂流出危険地区 4,660か所である。 

 

３ 土石流対策 

(1) 現状及び課題 

一見、安定した河床、林相を呈している地域でも、豪

雨によって土石流が発生し、人家集落が壊滅的被害を受

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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【風水害対策編】第２章第 24 節 

新 旧 修正理由・備考 

けている事例が多い。 

特に本県は、糸魚川－静岡構造線と中央構造線が縦断

し、土石流が発生しやすい急峻で脆弱な地質の土地が多

く、令和７年４月１日現在、土砂災害警戒区域（土石流）

は 6,735区域で、全国でも有数の土石流の発生地を有し

ている。 

 

４ 急傾斜地崩壊対策 

(1) 現状及び課題 

急峻な地形が多い本県では、山裾だけでなく市街地 な

ど広範囲で崖崩れが発生している。令和７年４月１日現

在、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）は、19,076区域

で全国でも上位となっている。 

 

７ 土砂災害警戒区域等の対策 

(1) 現状及び課題 

本県では、令和７年４月１日現在で27,331区域が土砂災

害警戒区域に指定されている。 

また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒 区

域は 21,602区域あり、区域内には住宅もある。このため、

開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは住民へ

の情報の提供に留意する必要がある。 

 

けている事例が多い。 

特に本県は、糸魚川－静岡構造線と中央構造線が縦断

し、土石流が発生しやすい急峻で脆弱な地質の土地が多

く、令和５年４月１日現在、土砂災害警戒区域（土石流）

は6,715区域で、全国でも有数の土石流の発生地を有し

ている。 

 

４ 急傾斜地崩壊対策 

(1) 現状及び課題 

急峻な地形が多い本県では、山裾だけでなく市街地 な

ど広範囲で崖崩れが発生している。令和５年４月１日現

在、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）は、18,989区域

で全国でも上位となっている。 

 

７ 土砂災害警戒区域等の対策 

(1) 現状及び課題 

本県では、令和５年４月１日現在で27,224区域が土砂災

害警戒区域に指定されている。 

また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域

は 21,505区域あり、区域内には住宅もある。このため、

開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは住民へ

の情報の提供に留意する必要がある。 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

時点修正 
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【風水害対策編】第２章第 27 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第27節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

風水害で生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策

活動等に妨げにならないよう、風水害に強い道路及び橋梁づ

くりを行う必要がある。また、道路及び橋梁の基幹的な交通

確保の整備に当たってはネットワークを充実させ、風水害に

対する安全性の確保を図る。機能に重大な支障が生じた場合

は、代替路の確保及び応急対策により、機能の確保を行なう。

被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において

相互応援の協定を締結し、平時より連携を強化しておく。 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 関係団体との協力体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協

定を締結し、平時より連携を強化しておく。（全機

関） 

 

 

 

第27節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

風水害で生じる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策

活動等に妨げにならないよう、風水害に強い道路及び橋梁づ

くりを行う必要がある。また、道路及び橋梁の基幹的な交通

確保の整備に当たってはネットワークを充実させ、風水害に

対する安全性の確保を図る。機能に重大な支障が生じた場合

は、代替路の確保及び応急対策により、機能の確保を行なう。

被災後の応急活動及び復旧活動に関し、各関係機関において

相互応援の協定を締結し、平常時より連携を強化しておく。 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 関係団体との協力体制の整備 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）各関係機関においてそれぞれ必要な相互応援の協

定を締結し、平常時より連携を強化しておく。（全機

関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

55



【風水害対策編】第２章第 30 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第30節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

風水害による立木の倒伏防止のため、適地適木の原則を

踏まえた森林造成を図るとともに壮齢期の森林にあって

は、間伐による本数密度の調整を行い、適正な形状比の立

木仕立てを指導している。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

(ア) 長野県ふるさとの森林づくり条例に基づく森林

づくり指針により、多様な森林の整備を図る。 

 

 

第30節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

(1) 現状及び課題 

風水害による立木の倒壊防止のため、適地適木の原則を

踏まえた森林造成を図るとともに壮齢期の森林にあって

は、間伐による本数密度の調整を行い、適正な形状比の立

木仕立てを指導している。 

 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する計画】（林務部） 

(ア) 長野県ふるさとの森林づくり条例に基づく森林

づくり指針に基づき、多様な森林の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

 

訂正 
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【風水害対策編】第２章第 32 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第32節 防災知識普及計画 

 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、県、市町

村及び防災関係機関による対策が、有効に機能するために

は、食料・飲料水の備蓄など住民が平時から災害に対する備

えを心がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守る

ような行動をとることができることが重要である。 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

（２）実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

（ア） 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や、避難所で

の飼養についての準備 

ｃ 災害による家屋の損害を補償する保険・共済等

の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予

防・安全対策 

ｄ 警報等や、避難指示等の意味や内容 

ｅ 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢

者等避難の発令時にとるべき行動 

第32節 防災知識普及計画 

 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、県、市町

村及び防災関係機関による対策が、有効に機能するために

は、食料・飲料水の備蓄など住民が平常時から災害に対する

備えを心がけるとともに、災害発生時には、自らの安全を守

るような行動をとることができることが重要である。 

 

第３ 計画の内容 

１ 住民等に対する防災知識の普及活動 

（２）実施計画 

ア【県が実施する計画】（全部局） 

（ア） 

ｂ 飼い主による家庭動物の同行避難や、避難所で

の飼養についての準備、保険・共済等の生活再建

に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策 

ｃ 警報等や、避難指示等の意味や内容 

 

ｄ 警報等発表時や緊急安全確保、避難指示、高齢

者等避難の発令時にとるべき行動 

ｅ 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 32 節 

新 旧 修正理由・備考 

ｆ 避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準

にした災害に対する危険性の認識、正常性バイ

アス等を克服し、避難行動を取るべきタイミン

グを逸することなく適切な行動をとること 

ｇ 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテ

ル・旅館等の避難場所、避難経路等の確認 

ｈ 広域避難の実効性を確保するための、通常の避

難との相違点を含めた広域避難の考え方 

ｉ 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家

屋の内外の写真を撮影するなど、生活の再建に資

する行動 

ｊ 台風、集中豪雨、洪水、土砂災害、山地災害に

関する一般的な知識 

ｋ 「自らの命は自らが守る」という「自助」の防

災意識 

ｌ 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて、

相互に協力し、助け合う「共助」の防災意識 

ｍ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）

で災害時にとるべき行動に関する知識 

ｎ 正確な情報入手の方法 

ｏ 要配慮者に対する配慮 

ｐ 男女のニーズの違いに対する配慮 

ｑ 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場

にした災害に対する危険性の認識、正常性バイア

ス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを

逸することなく適切な行動をとること 

ｆ 指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテ

ル・旅館等の避難場所、避難経路等の確認 

ｇ 広域避難の実効性を確保するための、通常の避

難との相違点を含めた広域避難の考え方 

ｈ 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に、家

屋の内外の写真を撮影するなど、生活の再建に資

する行動 

ｉ 台風、集中豪雨、洪水、土砂災害、山地災害に

関する一般的な知識 

ｊ 「自らの命は自らが守る」という「自助」の防

災意識 

ｋ 地域、職場、家庭等のコミュニティにおいて、

相互に協力し、助け合う「共助」の防災意識 

ｌ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）

で災害時にとるべき行動に関する知識 

ｍ 正確な情報入手の方法 

ｎ 要配慮者に対する配慮 

ｏ 男女のニーズの違いに対する配慮 

ｐ 指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場

所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの
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【風水害対策編】第２章第 32 節 

新 旧 修正理由・備考 

所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの

被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許

されない」という意識 

ｒ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

ｓ 各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区

域等に関する知識 

ｔ 各地域における風水害のおそれのない適切な

緊急避難場所及び避難経路に関する知識 

ｕ 必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災

組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織

等の地域のコミュニティを活かした避難活動。 

ｖ 避難生活に関する知識 

ｗ 平常から住民が実施し得る、最低でも３日分、

可能な限り１週間分程度の生活必需品の備蓄、家

具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害

時における応急措置の内容や実施方法 

ｘ 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難

者対策に対する基本原則や、安否確認手段につい

て 

ｙ 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性がある

ことについて 

 

 

被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許

されない」という意識 

ｑ 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

ｒ 各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区

域等に関する知識 

ｓ 各地域における風水害のおそれのない適切な

緊急避難場所及び避難経路に関する知識 

ｔ 必要に応じて避難場所の開錠・開設を自主防災

組織で担う等、円滑な避難のため、自主防災組織

等の地域のコミュニティを活かした避難活動。 

ｕ 避難生活に関する知識 

ｖ 平常時から住民が実施し得る、最低でも３日

分、可能な限り１週間分程度の生活必需品の備

蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及

び災害時における応急措置の内容や実施方法 

ｗ 「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難

者対策に対する基本原則や、安否確認手段につい

て 

ｘ 被害想定区域外にも被害が及ぶ可能性がある

ことについて 
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【風水害対策編】第２章第 32 節 

新 旧 修正理由・備考 

キ【関係機関が実施する計画】 

（ア）消防機関は、普及計画に基づき、住民を対象に応

急手当(救急法)の講習会を実施するものとする。 

（イ）日本赤十字社長野県支部は、地域住民の防災・減

災に関する知識・意識・技術の普及向上を目的とし

た事業を実施する。 

 

 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

（２）実施計画 

イ【住民が実施する計画】 

    住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防

災教育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法に

より、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ【関係機関が実施する計画】 

日本赤十字社長野県支部及び消防機関は、それぞれの

普及計画に基づき、住民を対象に応急手当(救急法)の講

習会を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

５ 大規模災害の教訓や災害文化の伝承 

（２）実施計画 

イ【住民が実施する計画】 

    住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 



【風水害対策編】第２章第 33 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第33節 防災訓練計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別 

（１）現状及び課題 

現在、県は、市町村との共催による実動型の総合防災

訓練と、風水害や地震を想定した災害対応図上訓練を実

施している。また、市町村においても防災週間（８月30

日～９月５日）を中心に、予想される災害の態様にあわ

せた防災訓練を実施している。 

 

  （２）実施計画 

イ 災害対応図上訓練 

県、市町村、防災関係機関は、連携体制の強化を目

的として、台風による風水害や南海トラフ地震等の大

規模災害を想定した災害対応図上訓練を行う。 

 

第33節 防災訓練計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別 

（１）現状及び課題 

現在、県は、市町村との共催による実動型の総合防災

訓練と、図上訓練を中心とした風水害・地震総合防災訓

練を実施している。また、市町村においても防災週間（８

月30日～９月５日）を中心に、予想される災害の態様に

あわせた防災訓練を実施している。 

 

  （２）実施計画 

イ 風水害・地震総合防災訓練 

県、市町村、防災関係機関は、連携体制の強化を目

的として、台風による風水害や南海トラフ地震等の大

規模災害を想定した総合防災訓練を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称の変更に伴う修

正 

 

 

 

 

名称の変更に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 34 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第34節 災害復旧・復興への備え 

 

第１ 基本方針 

災害廃棄物の処理を円滑かつ迅速に行うため、大量の災害

廃棄物の発生に備え、広域処理体制整備に努める。 

また、災害発生後、円滑で迅速な復旧・復興活動を行うた

めに、平時から復興時の参考になるデータの保存及びバック

アップ体制、災害復旧用資材の供給体制及び罹災証明書の発

行体制を整備する。 

 

 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害廃棄物の発生への対応 

(1)【県が実施する計画】（建設部、環境部） 

イ 災害廃棄物対策指針に基づき、定期的に災害廃棄物

処理に関する研修、訓練を実施するよう努めるととも

に、必要に応じて、災害廃棄物処理計画の見直しを行

い、計画の実効性の向上に努める。 

ウ 発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な

支援を行うとともに、仮置場の確保や災害時の廃棄物

第34節 災害復旧・復興への備え 

 

第１ 基本方針 

災害廃棄物の処理を円滑かつ迅速に行うため、大量の災害

廃棄物の発生に備え、広域処理体制整備に努める。発生を抑

制するため、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制

の充実に努める。 

また、災害発生後円滑で迅速な復旧・復興活動を行うため

に、平常時から復興時の参考になるデータの保存及びバック

アップ体制、災害復旧用資材の供給体制及び罹災証明書の発

行体制を整備する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害廃棄物の発生への対応 

(1)【県が実施する計画】（建設部、環境部） 

イ 災害廃棄物対策指針に基づき、災害廃棄物処理計画

を必要に応じ適正な見直しを行う。 

 

 

ウ 発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、市町村が行う災害廃棄物対策に対する技術的な

支援を行うとともに、仮置場の確保や災害時の廃棄物

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第 34 節 

新 旧 修正理由・備考 

の処理体制、民間事業者等との連携・協力の在り方等

について、災害廃棄物処理計画において具体的に示

す。 

  （2）【市町村が実施する計画】 

イ 災害廃棄物対策指針等に基づき、定期的に災害廃棄

物処理に関する研修、訓練を実施するよう努めるとと

もに、県の災害廃棄物処理計画と整合した災害廃棄物

処理計画を策定するものとする。 

ウ 発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃

棄物（避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を

含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団

体や民間事業者等との連携・協力の在り方等につい

て、災害廃棄物処理計画において具体的に示すものと

する。 

 

４ 罹災証明書の発行体制の整備 

  【県が実施する計画】 

県は、市町村に対し、住家の被害認定調査の担当者のため

の研修機会の拡充等により、災害時の住家の被害認定調査の

迅速化を図る。 

また、育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都道府

県や不動産鑑定士や行政書士等の士業団体その他の民間団

の処理体制、民間事業者等との連携・協力等について、

災害廃棄物処理計画において具体的に示す。 

 

   (2)【市町村が実施する計画】 

    イ 災害廃棄物対策指針等に基づき、県の災害廃棄物処

理計画と整合した災害廃棄物処理計画を策定するも

のとする。 

 

ウ 発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できる

よう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃

棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処

理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公

共団体や民間事業者等との連携・協力等について、災

害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。 

 

 

 ４ 罹災証明書の発行体制の整備 

   【県が実施する計画】 

県は、市町村に対し、住家の被害認定調査の担当者のた

めの研修機会の拡充等により、災害時の住家の被害認定調

査の迅速化を図る。 

また、育成した調査の担当者の名簿への登録、ほかの都

道府県や民間団体との応援協定の締結等により、応援体制

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第 34 節 

新 旧 修正理由・備考 

体との応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るもの

とする。 

 

   【市町村が実施する計画】 

市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われ

るよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を

定め、住家の被害認定調査の担当者の育成、他の地方公共

団体や不動産鑑定士や行政書士等の士業団体その他の民

間団体との応援協定の締結、応援の受け入れ態勢の構築等

を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の

実施体制の整備に努めるものとする。 

 

の強化を図るものとする。 

 

 

   【市町村が実施する計画】 

市町村は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われ

るよう、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を

定め、住家の被害認定調査の担当者の育成、他の地方公共

団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受け入れ態勢

の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要

な業務の実施体制の整備に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第 35 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第35節 自主防災組織等の育成に関する計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 各防災組織相互の協調 

（２）実施計画 

ア【市町村が実施する計画】 

（ウ）消防団と自主防災組織や防災士等の多様な主体と

の連携等を通じて、地域コミュニティの防災体制の

充実を図るものとする。 

第35節 自主防災組織等の育成に関する計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 各防災組織相互の協調 

（２）実施計画 

ア【市町村が実施する計画】 

    （ウ）自主防災組織と消防団の連携等を通じて、地域コ     

     ミュニティの防災体制の充実を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第２章第 37 節 

第２章 災害予防計画 

新 旧 修正理由・備考 

第37節 ボランティア活動の環境整備・連携体制の強化 

 

第３ 計画の内容 

  ２ ボランティア活動の環境整備・連携体制の強化 

(ア) 平時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動

支援やリーダーの育成を図るとともに、ボランティアの

自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボランティア等と協力し

て、発災時のボランティアとの連携の方法について検討

し、速やかに始動できる体制を構築するものとする。 

また、県は、災害時における官民連携体制の強化を図

るため、県域において活動を行う災害中間支援組織であ

る長野県災害時支援ネットワークと平時から相互に協

力し、その機能強化に努める。 

(イ) 避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運

営・避難生活支援に取り組む地域のボランティア人材の

育成・確保に努めるものとする。 

(ウ) 防災ボランティアの活動環境として、長野県災害時

支援ネットワークと協力し、行政・社会福祉協議会・Ｎ

ＰＯ等の三者連携により、平時の登録、ボランティア活

動や避難所運営、在宅避難者の支援等、被災者支援のた

めの人材育成の制度、災害時におけるボランティア活動

の受入れや調整を行う体制、ボランティア活動の拠点の

第37節 ボランティア活動の環境整備 

 

第３ 計画の内容 

  ２ ボランティア活動の環境整備 

(ア) 平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活

動支援やリーダーの育成を図るとともに、ボランティア

の自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボランティア等と協力

して、発災時のボランティアとの連携の方法について検

討し、速やかに始動できる体制を構築するものとする。 

また、県は、災害時における官民連携体制の強化を図

るため、県域において活動を行う災害中間支援組織であ

る長野県災害時支援ネットワークと平時から相互に協

力し、その機能強化に努める。 

   （新設） 

 

 

(イ) 防災ボランティアの活動環境として、長野県災害時

支援ネットワークと協力し、行政・社会福祉協議会・Ｎ

ＰＯ等の三者連携により、平常時の登録、ボランティア

活動や避難所運営、在宅避難者の支援等、被災者支援の

ための人材育成の制度、災害時におけるボランティア活

動の受入れや調整を行う体制、ボランティア活動の拠点

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第２章第 37 節 

新 旧 修正理由・備考 

確保、活動上の安全確保、被災者のボランティアニーズ

等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、

そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化

を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

(エ) 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災

家屋等からの災害廃棄物、土砂の撤去等に係る連絡体制

を構築するものとする。 

また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃

棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めること

で、ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

(オ) 社会福祉協議会と平時から相互に協力し、防災訓練

等を通じて、災害ボランティアセンターの設置・運営に

おける連携体制を整えるものとする。 

（略） 

３ ボランティア・ＮＰＯ等関係団体間の連携 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部・健康福祉部）及び市町村が実施す

る計画】 

長野県災害時支援ネットワーク、県内外の専門性の

高いＮＰＯ、登録被災者援護協力団体等と連携し、ボ

ランティア団体相互間の連携を深めるため、連絡会議

等の設置を推進するとともに、災害時を想定した訓練

や研修の実施に努めるものとする。 

の確保、活動上の安全確保、被災者のボランティアニー

ズ等の情報提供方策等について整備を推進するととも

に、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強

化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

(ウ) 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災

家屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連

絡体制を構築するものとする。 

また、地域住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃

棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めること

で、ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

(エ) 社会福祉協議会と平常時から相互に協力し、防災訓

練等を通じて、災害ボランティアセンターの設置・運営

における連携体制を整えるものとする。 

（略） 

３ ボランティア・ＮＰＯ等関係団体間の連携 

(2) 実施計画 

ア【県（危機管理部・健康福祉部）及び市町村が実施す

る計画】 

長野県災害時支援ネットワーク、県内外の専門性の

高いＮＰＯ等と連携し、ボランティア団体相互間の連

携を深めるため、連絡会議等の設置を推進するととも

に、災害時を想定した訓練や研修の実施に努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第１節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 警報等の伝達活動 

  （２）実施計画 

    ア 特別警報発表時の対応（下記内容以外はイと同じ） 

 (イ)【市町村が実施する対策】 

    住民等への周知の措置 

県、消防庁、ＮＴＴ東日本㈱から特別警報の発表又

は解除の通知を受けた場合又は自ら知った時は、直ち

にその内容を住民、滞在者、所在の官公署に周知する

措置をとるものとする。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

  １ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

（１）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそ

れがあるときには「注意報」が、重大な災害が発生する

おそれがあるときには「警報」が、予想される現象が特

に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、

風速等の予測値が時間帯ごとに示され、市町村ごとに発

表される。長野地方気象台では、気象特性に基づき79の

第１節 災害直前活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 警報等の伝達活動 

  （２）実施計画 

    ア 特別警報発表時の対応（下記内容以外はイと同じ） 

 (イ)【市町村が実施する対策】 

    住民等への周知の措置 

       県、消防庁、東日本電信電話㈱から特別警報の発    

           表又は解除の通知を受けた場合又は自ら知った時 

            は、直ちにその内容を住民、滞在者、所在の官公署

に周知する措置をとるものとする。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

１ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

（１）特別警報・警報・注意報 

大雨や強風等の気象現象により、災害が発生するおそ

れがあるときには「注意報」が、重大な災害が発生する

おそれがあるときには「警報」が、予想される現象が特

に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときには「特別警報」が、現象の危険度と雨量、

風速等の予測値が時間帯ごとに示され、市町村ごとに発

表される。長野地方気象台では、気象特性に基づき 79

 

 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修

正 
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【風水害対策編】第３章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

区域に分け発表している。また、土砂災害や低い土地の

浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、

落雷等により実際に危険度が高まっている場所は「キキ

クル」や「竜巻発生確度ナウキャスト」、「雷ナウキャス

ト」等で発表される。なお、大雨や洪水等の警報等が発

表された場合のテレビやラジオによる放送等では、市町

村等をまとめた地域の名称が用いられる場合がある。 

 

警報・注意報発表基準一覧表 （令和７年５月29日現在） 

 

（別表 1）大雨警報基準（令和 7年 5月 29日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 （略） 

中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 

佐久地域 小諸市 10 109 

佐久市 7 100 

小海町 12 109 

川上村 10 110 

南牧村 12 112 

南相木村 7 109 

北相木村 12 107 

佐久穂町 8 109 

軽井沢町 10 121 

御代田町 8 105 

立科町 12 112 

松本地域 （略） 

乗鞍上高地地域 

諏訪地域 岡谷市 12 112 

の区域に分け発表している。 

（新設） 

 

 

なお、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビ

やラジオによる放送等では、市町村等をまとめた地域の

名称が用いられる場合がある。 

 

警報・注意報発表基準一覧表 （令和６年５月23日現在） 

 

（別表 1）大雨警報基準（令和 6年 5月 23日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 （略） 

中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 

佐久地域 小諸市 10 109 

佐久市 7 100 

小海町 8 109 

川上村 10 110 

南牧村 10 112 

南相木村 7 109 

北相木村 9 107 

佐久穂町 8 109 

軽井沢町 10 121 

御代田町 8 105 

立科町 8 112 

松本地域 （略） 

乗鞍上高地地域 

諏訪地域 岡谷市 12 112 

 

気象庁施策の標準

的な記載例による

記述に追加 

 

 

 

 

時点修正 

 

一覧表の更新 
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【風水害対策編】第３章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

諏訪市 14 99 

茅野市 7 96 

下諏訪町 14 115 

富士見町 11 94 

原村 13 117 

上伊那地域 伊那市 11 100 

駒ヶ根市 10 127 

辰野町 10 107 

箕輪町 9 127 

飯島町 11 136 

南箕輪村 8 131 

中川村 10 136 

宮田村 8 138 

木曽地域 楢川 11 130 

上松町 10 141 

南木曽町 10 132 

木祖村 8 127 

王滝村 13 152 

大桑村 10 153 

木曽町 9 151 

下伊那地域 （略） 

 

 

 

（別表 2）洪水警報基準（令和 7年 5月 29日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村 

等 

流域雨量 

指数基準 

複合基準＊1 指定河川洪水予報 

による基準 

長野地域 長野市 犀川流域=65.5，浅川流域=12.1， 

岡田川流域=4.6，聖川流域=8.1， 

蛭川流域=9.7，赤野田川流域=4.5， 

保科川流域=8.7，土尻川流域=16.7， 

鳥居川流域=17.2，楠川流域=12.4， 

小川流域=10.5，太田川流域=6.7， 

当信川流域=5.6，裾花川流域=19.1 

犀川流域=（5，55.5）， 

岡田川流域=（7，4.1）， 

蛭川流域=（7，5.2）， 

鳥居川流域=（5，15.3）， 

当信川流域=（5，5）， 

裾花川流域=（5，17.1）， 

千曲川流域=（5，84.6） 

千曲川［杭瀬下・立ヶ花］， 

犀川［小市］， 

信濃川水系裾花川［岡田］ 

須坂市 松川流域=17.3，八木沢川流域=8.5， 

鮎川流域=12.7，百々川流域=15.3， 

仙仁川流域=7.4 

千曲川流域=（7，85） 千曲川［杭瀬下・立ヶ花］ 

諏訪市 12 99 

茅野市 7 96 

下諏訪町 14 115 

富士見町 11 94 

原村 9 117 

上伊那地域 伊那市 11 100 

駒ヶ根市 10 127 

辰野町 10 107 

箕輪町 9 127 

飯島町 11 136 

南箕輪村 8 131 

中川村 9 136 

宮田村 8 138 

木曽地域 楢川 9 130 

上松町 10 141 

南木曽町 10 132 

木祖村 8 127 

王滝村 13 152 

大桑村 10 153 

木曽町 9 151 

下伊那地域 （略） 

 

 

 

（別表 2）洪水警報基準（令和 6年 5月 23日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村 

等 

流域雨量 

指数基準 

複合基準＊1 指定河川洪水予報 

による基準 

長野地域 長野市 犀川流域=65.5，浅川流域=12.1， 

岡田川流域=4.6，聖川流域=8.1， 

蛭川流域=10.5，赤野田川流域=4.5， 

保科川流域=8.7，土尻川流域=16.7， 

鳥居川流域=17.2，楠川流域=12.4， 

小川流域=10.5，太田川流域=6.7， 

当信川流域=5.6，裾花川流域=19.1 

犀川流域=（5，55.5）， 

岡田川流域=（7，4.1）， 

 

鳥居川流域=（5，15.3）， 

当信川流域=（5，5）， 

裾花川流域=（5，17.1）， 

千曲川流域=（5，84.6） 

千曲川［杭瀬下・立ヶ花］， 

犀川［小市］， 

信濃川水系裾花川［岡田］ 

須坂市 松川流域=17.3，八木沢川流域=8.5， 

鮎川流域=20.1，百々川流域=15.3， 

仙仁川流域=7.4 

千曲川流域=（7，85） 千曲川［杭瀬下・立ヶ花］ 
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（略） 

中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 上田市 浦野川流域=17.3，室賀川流域=9.3， 

阿鳥川流域=4.9，産川流域=12.8， 

湯川流域=6.9，尾根川流域=4.2， 

矢出沢川流域=7.9，神川流域=19， 

大沢川流域=5，洗馬川流域=13.9， 

傍陽川流域=8，角間川流域=7， 

瀬沢川流域=4.3，依田川流域=29.9， 

内村川流域=13.8，武石川流域=15.7， 

尻無川流域=3.9，駒瀬川流域=8.4， 

雨吹川流域=3.4，追開沢川流域=4.7 

湯川流域=（5，6.2）， 

矢出沢川流域 =（5，

7.1）， 

神川流域=（5，17.1）， 

依田川流域=（5，26.9）， 

内村川流域=（5，12.4）， 

千曲川流域=（5，61.3） 

千曲川［生田］， 

信濃川水系千曲川上流

［下越・塩名田］ 

 

（略） 佐久地域 

松本地域 

安曇野市 犀川流域=45.1，潮沢川流域=6.7， 

会田川流域=15.2，濁沢川流域=6.3， 

高瀬川流域=31.1，穂高川流域=26.3， 

乳川流域=14.2，天満沢川流域=5.9， 

烏川流域=15.6，万水川流域=10.9， 

黒沢川流域=7.3，梓川流域=34.6 

犀川流域=（5，40.5）， 

潮沢川流域=（5，6.2）， 

会田川流域=（5，13.2）， 

万水川流域=（5，9.9） 

－ 

 

 

（略） 
乗鞍上高地地域 

諏訪地域 

上伊那地域 

木曽地域 

下伊那地域 

喬木村 壬生沢川流域=3.9，加々須川流域

=8.5， 

小川川流域=11.6 

－ 天竜川上流［市田・天竜

峡］ 

（略） 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

（別表 3）大雨注意報基準（令和 7年 5月 29日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 （略） 

 

（略） 

中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 上田市 浦野川流域=17.3，室賀川流域=9.3， 

阿鳥川流域=4.9，産川流域=12.8， 

湯川流域=6.9，尾根川流域=4.2， 

矢出沢川流域=7.9，神川流域=19， 

大沢川流域=5，洗馬川流域=13.9， 

傍陽川流域=8，角間川流域=7， 

瀬沢川流域=4.3，依田川流域=29.9， 

内村川流域=13.8，武石川流域=15.7 

 

 

湯川流域=（5，6.2）， 

矢出沢川流域 =（5，

7.1）， 

神川流域=（5，17.1）， 

依田川流域=（5，26.9）， 

内村川流域=（5，12.4）， 

千曲川流域=（5，61.3） 

千曲川［生田］， 

信濃川水系千曲川上流［下

越・塩名田］ 

 

（略） 佐久地域 

松本地域 

安曇野市 犀川流域=45.1，潮沢川流域=6.7， 

会田川流域=15.2，濁沢川流域=6.3， 

高瀬川流域=31.1，穂高川流域=26.3， 

乳川流域=20.1，天満沢川流域=5.9， 

烏川流域=15.6，万水川流域=10.9， 

黒沢川流域=5.8，梓川流域=34.6 

犀川流域=（5，40.5）， 

潮沢川流域=（5，6.2）， 

会田川流域=（5，13.2）， 

万水川流域=（5，9.9） 

－ 

 

 

（略） 
乗鞍上高地地域 

諏訪地域 

上伊那地域 

木曽地域 

下伊那地域 

喬木村 壬生沢川流域=3.9，加々須川流域

=8.5， 

小川川流域=11.6 

－ 天竜川上流［市田］ 

（略） 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

（別表 3）大雨注意報基準（令和 6年 5月 23日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

長野地域 （略） 
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中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 

佐久地域 小諸市 5 82 

佐久市 5 76 

小海町 8 82 

川上村 4 83 

南牧村 8 85 

南相木村 4 82 

北相木村 6 81 

佐久穂町 4 82 

軽井沢町 4 91 

御代田町 5 79 

立科町 5 85 

松本地域 （略） 

乗鞍上高地地域 

諏訪地域 

上伊那地域 伊那市 5 70 

駒ヶ根市 6 88 

辰野町 7 74 

箕輪町 5 88 

飯島町 6 95 

南箕輪村 5 91 

中川村 8 95 

宮田村 5 96 

木曽地域 楢川 8 104 

上松町 7 112 

南木曽町 7 105 

木祖村 5 101 

王滝村 9 121 

大桑村 6 122 

木曽町 6 120 

下伊那地域 （略） 

 

（別表 4）洪水注意報基準（令和 7年 5月 29日現在） 

市町村等を 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 指定河川洪水予報 

中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 

佐久地域 小諸市 5 82 

佐久市 5 76 

小海町 5 82 

川上村 4 83 

南牧村 7 85 

南相木村 4 82 

北相木村 6 81 

佐久穂町 4 82 

軽井沢町 4 91 

御代田町 5 79 

立科町 5 85 

松本地域 （略） 

乗鞍上高地地域 

諏訪地域 

上伊那地域 伊那市 5 70 

駒ヶ根市 6 88 

辰野町 7 74 

箕輪町 5 88 

飯島町 6 95 

南箕輪村 5 91 

中川村 5 95 

宮田村 5 96 

木曽地域 楢川 6 104 

上松町 7 112 

南木曽町 7 105 

木祖村 5 101 

王滝村 9 121 

大桑村 6 122 

木曽町 6 120 

下伊那地域 （略） 

 

（別表 4）洪水注意報基準（令和 6年 5月 23日現在） 

市町村等を 市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 指定河川洪水予報 
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まとめた地域 による基準 

長野地域 長野市 犀川流域=52.4，浅川流域=9.6， 

岡田川流域=3.7，聖川流域=6.3， 

蛭川流域=7.7，赤野田川流域=3.7， 

保科川流域=6.9，土尻川流域=13.3， 

鳥居川流域=13.7，楠川流域=9.9， 

小川流域=8.4，太田川流域=5.3， 

当信川流域=4.4，裾花川流域=15.2 

犀川流域=（5，50）， 

岡田川流域=（6，2.9）， 

聖川流域=（5，6.3）， 

蛭川流域=（6，4.7）， 

鳥居川流域=（5，13.6）， 

太田川流域=（6，4.2）， 

当信川流域=（5，4.4）， 

裾花川流域=（5，12.2）， 

千曲川流域=（5，60.2） 

千曲川［杭瀬下・立ヶ花］， 

犀川［小市］， 

信濃川水系裾花川［岡田］ 

須坂市 松川流域=13.8，八木沢川流域=6.8， 

鮎川流域=10.1，百々川流域=12.2， 

仙仁川流域=5.9 

八木沢川流域=（5，5.4）， 

千曲川流域=（5，73.5） 

千曲川［立ヶ花］ 

 

（略） 
中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 上田市 浦野川流域=13.8，室賀川流域=6.5， 

阿鳥川流域=3.9，産川流域=10.2， 

湯川流域=5.5，尾根川流域=3.3， 

矢出沢川流域=6.3，神川流域=15.2， 

大沢川流域=4，洗馬川流域=11.1， 

傍陽川流域=5.6，角間川流域=5.6， 

瀬沢川流域=3.5，依田川流域=23.9， 

内村川流域=11，武石川流域=12.5， 

尻無川流域=3.1，駒瀬川流域=6.7， 

雨吹川流域=2.6，追開沢川流域=3.8 

室賀川流域=（5，5.9）， 

産川流域=（5，8.2）， 

湯川流域=（5，4.4）， 

尾根川流域=（5，2.6）， 

矢出沢川流域=（5，6.3）， 

神川流域=（5，12.2）， 

傍陽川流域=（5，4.5）， 

依田川流域=（5，19.1）， 

内村川流域=（5，8.8）， 

千曲川流域=（5，43.6） 

千曲川［生田］， 

信濃川水系千曲川上流

［下越・塩名田］ 

 

（略） 
佐久地域 

松本地域 

安曇野市 犀川流域=36，潮沢川流域=5.3， 

会田川流域=12.1，濁沢川流域=4.9， 

高瀬川流域=24.8，穂高川流域=21， 

乳川流域=11.3，天満沢川流域=4.7， 

烏川流域=12.4，万水川流域=8.7， 

黒沢川流域=5.8，梓川流域=27.6 

犀川流域=（5，36）， 

潮沢川流域=（5，4.2）， 

会田川流域=（5，9.7）， 

烏川流域=（5，9.9）， 

万水川流域=（5，8.7） 

－ 

 

（略） 
乗鞍上高地地域 

諏訪地域 

上伊那地域 

木曽地域 

下伊那地域 

まとめた地域 による基準 

長野地域 長野市 犀川流域=52.4，浅川流域=9.6， 

岡田川流域=3.7，聖川流域=6.3， 

蛭川流域=8.4，赤野田川流域=3.7， 

保科川流域=6.9，土尻川流域=13.3， 

鳥居川流域=13.7，楠川流域=9.9， 

小川流域=8.4，太田川流域=5.3， 

当信川流域=4.4，裾花川流域=15.2 

犀川流域=（5，50）， 

岡田川流域=（6，2.9）， 

聖川流域=（5，6.3）， 

蛭川流域=（6，6.7）， 

鳥居川流域=（5，13.6）， 

太田川流域=（6，4.2）， 

当信川流域=（5，4.4）， 

裾花川流域=（5，12.2）， 

千曲川流域=（5，60.2） 

千曲川［杭瀬下・立ヶ花］， 

犀川［小市］， 

信濃川水系裾花川［岡田］ 

須坂市 松川流域=13.8，八木沢川流域=6.8， 

鮎川流域=16，百々川流域=12.2， 

仙仁川流域=5.9 

八木沢川流域=（5，5.4）， 

千曲川流域=（5，73.5） 

千曲川［立ヶ花］ 

 

（略） 

中野飯山地域 

大北地域 

上田地域 上田市 浦野川流域=13.8，室賀川流域=6.5， 

阿鳥川流域=3.9，産川流域=10.2， 

湯川流域=5.5，尾根川流域=3.3， 

矢出沢川流域=6.3，神川流域=15.2， 

大沢川流域=4，洗馬川流域=11.1， 

傍陽川流域=5.6，角間川流域=5.6， 

瀬沢川流域=3.5，依田川流域=23.9， 

内村川流域=11，武石川流域=12.5 

室賀川流域=（5，5.9）， 

産川流域=（5，8.2）， 

湯川流域=（5，4.4）， 

尾根川流域=（5，2.6）， 

矢出沢川流域=（5，6.3）， 

神川流域=（5，12.2）， 

傍陽川流域=（5，4.5）， 

依田川流域=（5，19.1）， 

内村川流域=（5，8.8）， 

千曲川流域=（5，43.6） 

千曲川［生田］， 

信濃川水系千曲川上流

［下越・塩名田］ 

 

（略） 
佐久地域 

松本地域 

安曇野市 犀川流域=36，潮沢川流域=5.3， 

会田川流域=12.1，濁沢川流域=4.9， 

高瀬川流域=24.8，穂高川流域=21， 

乳川流域=16，天満沢川流域=4.7， 

烏川流域=12.4，万水川流域=8.7， 

黒沢川流域=4.6，梓川流域=27.6 

犀川流域=（5，36）， 

潮沢川流域=（5，4.2）， 

会田川流域=（5，9.7）， 

烏川流域=（5，9.9）， 

万水川流域=（5，8.7） 

－ 

 

（略） 
乗鞍上高地地域 

諏訪地域 

上伊那地域 

木曽地域 

下伊那地域 
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喬木村 壬生沢川流域=3.1，加々須川流域

=6.8， 

小川川流域=9.2 

加々須川流域=（5，5.4）， 

小川川流域=（5，7.4） 

天竜川上流［市田・天竜

峡］ 

（略） 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

 

  ４ その他の情報 

（３）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情

報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先

立って注意・警戒を呼びかけられる場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留

意点が解説される場合等に発表される。大雨特別警報が

発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足

するため「記録的な大雨に関する長野県気象情報」、「記

録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な

大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発

表される。大雨による災害発生の危険度が急激に高まっ

ている中で、線状降水帯により非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキ

ーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県

気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情

報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の

気象情報が発表される。大雨・洪水警報や土砂災害警戒

喬木村 壬生沢川流域=3.1，加々須川流域

=6.8， 

小川川流域=9.2 

加々須川流域=（5，5.4）， 

小川川流域=（5，7.4） 

天竜川上流［市田］ 

（略） 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

 

  ４ その他の情報 

（３）全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情

報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先

立って注意・警戒を呼びかけられる場合や、特別警報・

警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留

意点が解説される場合等に発表される。雨を要因とする

特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その

内容を補足するため「記録的な大雨に関する長野県気象

情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、

「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気

象情報が発表される。大雨による災害発生の危険度が急

激に高まっている中で、線状降水帯により非常に激しい

雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」

というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関す

る長野県気象情報」、「顕著な大雨に関する関東甲信地方

気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という

表題の気象情報が発表される。大雨・洪水警報や土砂災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤記の訂正 
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【風水害対策編】第３章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差し迫っ

ている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持

つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、見出し

文のみの全般・関東甲信地方・長野県気象情報が発表さ

れる場合がある。 

 

 

 

 

警報等伝達系統図 

 

害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差

し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象

台が持つ危機感を端的に伝えるため、本文を記述せず、

見出し文のみの全般・関東甲信地方・長野県気象情報が

発表される場合がある。 

 

 

 

 

警報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修

正 
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【風水害対策編】第３章第２節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動内容 

  ２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(1) 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関

及び団体の協力を得て実施する。調査に当たっては、関

係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め

るものとする。 

調査事項 調査機関 協力機関 

（略） （略） （略） 

社会福祉 

施設被害 

市町村・施設

管理者 
保健福祉事務所 

(略) (略) （略） 

感 染 症 関

係被害 
市町村 保健福祉事務所 

医 療 施 設

関係被害 
施設管理者 保健福祉事務所 

給食施設 

関係被害 
施設管理者 

保健福祉事務所（福祉・医療

施設の被害報告から把握） 

商 工 関 係

被害 
市町村 

地域振興局・商工会議所・商

工会 

観 光 施 設

被害 
市町村 地域振興局 

 （以下略） 

 

第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動内容 

  ２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(1) 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関

及び団体の協力を得て実施する。調査に当たっては、関

係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め

るものとする。 

調査事項 調査機関 協力機関 

（略） （略） （略） 

社会福祉 

施設被害 
施設管理者 保健福祉事務所 

（略） (略) (略) 

感染症関

係被害 
市町村 保健福祉事務所 

医療施設

関係被害 
施設管理者 保健福祉事務所 

（新設）   

商工関係

被害 
市町村 

地域振興局・商工会議所・商

工会 

観光施設

被害 
市町村 地域振興局 

  （以下略） 

 

 

 

 

保健医療福祉調整本

部マニュアル及び第

3章第 3節非常参集

職員の活動「健康増

進班」の項目に合わ

せて明記。 
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【風水害対策編】第３章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

４ 災害情報の収集・連絡系統 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

（ウ） 市町村の実施事項 

c 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報

連絡が取れない場合は、国（総務省消防庁）に直接

被害情報等の連絡を行うものとする。 

この場合の対象となる災害は次のとおりとする。 

なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直

ちに通常ルートに戻すものとする。 

 

(a) 自市町村において災害対策本部を設置した

災害 

(b) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等

からみて、特に報告の必要があると認められ

る程度の災害 

(c) (a)又は(b)に定める災害になるおそれのあ

る災害 

国への報告は、消防組織法第40条に基づく災害報

告取扱要領（昭和45年4月10日付消防防第246号）及

び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防

災第267号）により行う消防庁への報告と一体的に

行うものとする。 

 

４ 災害情報の収集・連絡系統 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

ア 被害報告等 

（ウ） 市町村の実施事項 

c 県庁舎の被災、通信の途絶等により、県との情報

連絡が取れない場合は、国（総務省消防庁）に直接

被害情報等の連絡を行うものとする。 

この場合の対象となる災害は（ア）のdに定める

とおりとする。 

なお、県との情報連絡が可能となった時点で、直

ちに通常ルートに戻すものとする。 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災・災害等即報要

領等による基準によ

り直接報告を行う災

害事例を明記 
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【風水害対策編】第３章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

 

  別記  

 災害情報収集連絡系統 

（10）感染症関係報告 

 

県疾病・感染症対策課 

         （感染症対策担当） 

 

 

別記  

 災害情報収集連絡系統 

（10）感染症関係報告 

 

県感染症対策課 

 

 

 

 

 

組織改正による修正 
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【風水害対策編】第３章第３節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

  １【県が実施する対策】（全部局） 

  （３）職員の参集 

    ア 参集方法 

    （ア）指示によらない参集 

職員は、日頃から災害関連情報に十分注意し、災

害時はテレビ、ラジオ、インターネット等より情報を

入手し、前記（２）の「◎自動参集」に該当する災害

事象が発生した場合は、当該職員は連絡を待たず、直

ちに参集するものとする。 

 

（６）被災市町村への職員派遣 

ア 以下の場合、被害情報の収集及び長野県防災情報シ  

ステムや新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）への入力支援

等を行うため、当該市町村を所管する地方部長(地域

振興局長)は、職員を情報連絡員(地方部リエゾン)と

して市町村役場に派遣するものとする。 

 

（９）災害時の警備体制（警察本部） 

  ウ 警備活動 

   (ウ) 危険箇所の警戒及び避難の指示並びに誘導 

第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

  １【県が実施する対策】（全部局） 

  （３）職員の参集 

    ア 参集方法 

    （ア）指示によらない参集 

職員は、日頃からテレビ、ラジオ等の災害関連情

報に十分注意し、災害時はテレビ、ラジオ、インタ

ーネット等より情報を入手し、前記（２）の「◎自

動参集」に該当する災害事象が発生した場合は、当

該職員は連絡を待たず、直ちに参集するものとする。 

 

（６）被災市町村への職員派遣 

ア 以下の場合、被害情報の収集及び長野県防災情報シ

ステムや物資調達・調整等支援システムへの入力支援

等を行うため、当該市町村を所管する地方部長(地域振

興局長)は、職員を情報連絡員(地方部リエゾン)として

市町村役場に派遣するものとする。 

 

（９）災害時の警備体制（警察本部） 

ウ 警備活動 

   (ウ)  危険箇所の警戒並びに避難の指示及び誘導 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

表記の整理に伴う修
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【風水害対策編】第３章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

(コ) 遺体の見分・検視及び身元の確認 

 

第３ 活動の内容 

【参考】 長野県災害対策本部組織編制図 

    

 

長野県災害対策本部組織及び事務分掌 
室・部 

(室長、部長等) 
班、担当 

(班 長、リーダー) 
分  掌  事  務 

（略） 
災害時保健医
療福祉調整本
部 
（健康福祉部） 
調整本部長(部
長) 
健康福祉部長 

 ① 本部組織の健康福祉部
の分掌事務に係る総合
調整に関すること。 

（略） 
地域福祉班 
(地域福祉課長) 

① 要配慮者の対応（災害
時住民支え合いマッ
プ）に関すること。 

② ボランティアの受入等
に関すること。 

③ （福）長野県社会福祉
協議会との調整に関す
ること。 

④ 所管する現地機関及び
社会福祉総合センター
並びに所管する社会福
祉施設(救護施設、授産
施設)の応急対策に関
すること。 

⑤ DWATの派遣に関するこ
と。 
 

(コ) 遺体の見分・検死及び身元の確認 

 

第３ 活動の内容 

【参考】 長野県災害対策本部組織編制図 

    

 

長野県災害対策本部組織及び事務分掌 

室・部 
(室長、部長等) 

班、担当 
(班 長、リーダ

ー) 
分  掌  事  務 

（略） 
健康福祉部 
部長 
健康福祉部長 

 （新設） 
 
 

（略） 
地域福祉班 
(地域福祉課長) 

① 要配慮者の対応（災害時
住民支え合いマップ）に
関すること。 

② ボランティアの受入等
に関すること。 

③ （福）長野県社会福祉協
議会との調整に関する
こと。 

④ 所管する現地機関及び
社会福祉総合センター
並びに所管する社会福
祉施設(救護施設、授産
施設)の応急対策に関す
ること。 

（新設） 
 

正 

訂正 

 

 

保健医療福祉調整本

部マニュアル及に合

わせて明記。 

 

 

 

 

組織名称の修正 

分掌事務の追加 
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【風水害対策編】第３章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

健康増進班 
（健康増進課長） 
 

① 管理栄養士の派遣に関
すること 

② JDA-DATの派遣に関す
ること 

③ 歯科医師及び歯科衛生
士の派遣に関すること 

④ JDATの派遣に関するこ
と 

⑤ 被災給食施設の栄養管
理に関すること。 

⑥ 所管する現地機関の応
急対策に関すること。 

疾病対策班 
（疾病・感染症対策
課長） 

(略)  

 感染症対策班 
（疾病・感染症対策
課感染症対策担当
課長） 

(略)  

（略）    
警察部 犯罪予防班 

(生活安全企画課長) 

(生活安全捜査課

長) 
 

(略)  

 

室・部 

(室長、部長等) 

班 

(班 長) 
分  掌  事  務 

地方部 

地方部長 

(地域振興局長) 

（略） 

（略） 

（削除） 

 

（削除） 

（略） 

 災害時保健医療福

祉調整地域本部 

地域本部長 

保健福祉事務所長 

① 本部組織の健康福祉 

部の分掌事務の例によ 

る。 

 

 
健康増進班 
（健康増進課長） 
 

① 管理栄養士の派遣に関
すること 

 （新設） 
 

② 歯科医師及び歯科衛生
士の派遣に関すること 

 （新設） 
③ 被災給食施設の栄養管

理に関すること。 
④ 所管する現地機関の応

急対策に関すること。 
保険・疾病対策班 
（保健・疾病対策
課長） 

(略)  

 感染症対策班 
（感染症対策課
長） 
 

(略)  

（略）    
警察部 犯罪予防班 

(生活安全企画課長) 

(生活環境課長) 
 
 

(略)  

 

室・部 

(室長、部長等) 

班 

(班 長) 
分  掌  事  務 

地方部 

地方部長 

(地域振興局長) 

（略） 

（略） 

保健福祉班 ① 本部組織の健康福祉 

部の分掌事務の例によ 

る。 

（略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療福祉調整本

部マニュアル及に合

わせて明記。 
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【風水害対策編】第３章第４節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 広域相互応援活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 応援要請 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （ウ）消防・警察以外に関する応援要請等（危機管理部） 

ｃ 指定行政機関等に対する応急措置の実施要請            

等 

（ｂ）被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大

の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策

に関する技術的な支援のため、国の緊急災害対

策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等の出動を要

請する。 

第４節 広域相互応援活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 応援要請 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

    （ウ）消防・警察以外に関する応援要請等（危機管理部） 

ｃ 指定行政機関等に対する応急措置の実施要請            

等 

（ｂ）被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大

の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策

に関する技術的な支援のため、国の緊急災害対

策派遣隊（TEC-FORCE）の出動を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第５節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

 

（別記）ヘリコプター要請手続要領 

   ４ 自衛隊ヘリコプター 

   （１）自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりであ

る。なお詳細については、本章第６節「自衛隊の災害派

遣」による。 

（略） 

（２）林野火災の場合等、航空機運用が伴う災害派遣要請の

場合は第12旅団長に要請する。 

 
 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

 

（別記）ヘリコプター要請手続要領 

   ４ 自衛隊ヘリコプター 

     要請については、本章第６節「自衛隊の災害派遣」によ

る。 

 

（略） 

（新規） 

 

 

 

 

航空機運用に伴

う林野火災の場

合の災害派遣要

請先の変更によ

る。 
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【風水害対策編】第３章第６節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 自衛隊の災害派遣 

 

第３ 活動の内容 

１ 派遣要請 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（全部局） 

(ウ)派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりで

ある。 

ａ 自衛隊災害派遣要請 

（略） 

ｂ 林野火災の場合等、航空機運用が伴う災害派遣

要請の場合 

第６節 自衛隊の災害派遣 

 

第３ 活動の内容 

１ 派遣要請 

(2) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（全部局） 

(ウ)派遣要請系統 

自衛隊災害派遣要請の手続系統は、次表のとおりで

ある。 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機運用に伴う林

野火災の自衛隊災害

派遣要請先の変更に

よる。 
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【風水害対策編】第３章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

 

(エ) 派遣要請手続 

ｂ 本庁における措置 

（ｂ）危機管理部長は、地域振興局長からの報告

及び要求を受けたときは、その災害の規模等

について状況を確認の上、知事にその旨を報

告し、その指示を受けて、第13普通科連隊長

に対し、文書又は口頭をもって災害派遣の要

請を行う。 

但し、林野火災の場合等、航空機運用が伴

う自衛隊災害派遣要請の場合は、第12旅団長

に対し文書又は口頭をもって災害派遣の要

請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ) 派遣要請手続 

ｂ 本庁における措置 

（ｂ）危機管理部長は、地域振興局長からの報告

及び要求を受けたときは、その災害の規模等

について状況を確認の上、知事にその旨を報

告し、その指示を受けて、第13普通科連隊長

に対し、文書又は口頭をもって災害派遣の要

請を行う。 

（追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機運用に伴う林

野火災の自衛隊災害

派遣要請先の変更に

よる。 
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【風水害対策編】第３章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

○要請文書の宛先・連絡先 

要請文書の宛先 

陸上自衛隊第12旅団長 

（群馬県北群馬郡榛東村新井１０１７－２） 

連絡先 

時  間  内 時  間  外 

第３科長 

TEL： 

NTT 0279-54-2011(内線

2230) 

 

駐屯地当直司令 

TEL： 

NTT 0279-54-2011(内線

2208) 

FAX： 

NTT 0279-54-2011(内線

2233) 

 

(ｄ)知事が第13普通科連隊長もしくは第12旅団

長に対し、口頭をもって派遣要請をしたとき

は、事後において速やかに文書による要請を行

う。 

３ 派遣部隊の撤収要請 

(1) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部） 

（ア）危機管理部長は、第13普通科連隊長及び現地連絡

調整者と協議して部隊の活動の必要がなくなった

○要請文書の宛先・連絡先 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ)知事が第13普通科連隊長に対し、口頭をもっ

て派遣要請をしたときは、事後において速やか

に文書による要請を行う。 

 

３ 派遣部隊の撤収要請 

(1) 実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部） 

(ア) 危機管理部長は、第13普通科連隊長及び現地連絡

 

航空機運用に伴う林

野火災の自衛隊災害

派遣要請先の変更に

よる。 
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【風水害対策編】第３章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

と認めたときは、その旨を知事に報告し、その指揮

を受けて第13普通科連隊長に対し、派遣部隊の撤収

を文書又は口頭をもって要請をする。 

但し、航空機運用に伴う林野火災の自衛隊災害派

遣要請の場合は、第12旅団長に対し、派遣部隊の撤

収を文書又は口頭をもって災害派遣の要請をする。 

（イ）危機管理部長は、第13普通科連隊長または第12旅

団長から撤収の通知を受けたときは、その旨を関係

部長、関係現地機関の長、市町村長及びその他関係

機関の長に通知する。 

 

４ 経費の負担 

(1) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】 

自衛隊における措置 

第13普通科連隊長または第12旅団長は、上記の経費

について、文書により、市町村長に請求するものとす

る。 

調整者と協議して部隊の活動の必要がなくなった

と認めたときは、その旨を知事に報告し、その指揮

を受けて第13普通科連隊長に対し、派遣部隊の撤収

を文書又は口頭をもって要請をする。 

 

 

(イ) 危機管理部長は、第13普通科連隊長から撤収の通

知を受けたときは、その旨を関係部長、関係現地機

関の長、市町村長及びその他関係機関の長に通知す

る。 

 

４ 経費の負担 

(1) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】 

自衛隊における措置 

第13普通科連隊長は、上記の経費について、文書に 

より、市町村長に請求するものとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機運用に伴う林

野火災の自衛隊災害

派遣要請先の変更に

よる。 
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【風水害対策編】第３章第７節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第７節 救助・救急・医療活動 

 

第３ 活動の内容 

  ２ 医療活動 

  （２）実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警

察本部） 

（ア）県災害対策本部に、大規模災害時に保健医療福祉

活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する

情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動の

総合調整を遅滞なく行うための本部（以下「長野県

災害時保健医療福祉調整本部」という。）の設置及

び運営を行う。 

（イ）県災害対策本部地方部に長野県災害時保健医療福

祉調整地域本部（以下「地域本部」という。）を置

き、当該保健福祉事務所管内における保健医療福祉

活動の総合調整や、保健医療福祉活動チームの派遣

調整、広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）、

災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ24Ｈ）等

を活用した災害及び被災状況等に関する情報の収

集・分析及び関係機関等への報告・提供を行う。 

 

第７節 救助・救急・医療活動 

 

第３ 活動の内容 

  ２ 医療活動 

  （２）実施計画 

ア【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警

察本部） 

（ア）大規模災害時に保健医療福祉活動チームの派遣調

整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、整理及

び分析等の保健医療福祉活動の総合調整を遅滞な

く行うための本部（以下「長野県保健医療福祉調整

本部」という。）の設置及び運営を行う。 

 

（イ）保健福祉事務所（保健所）に地方部保健福祉班を

置き、災害時における保健衛生・感染症予防活動を

行うとともに、医療施設の被害状況、診療機能の稼

働状況、医療用資機材の需給状況、施設への交通状

況等の情報を広域災害救急医療情報システム（ＥＭ

ＩＳ）等により迅速に把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「長野県災害時保健

医療福祉調整本部設

置要綱」の改正によ

り 
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【風水害対策編】第３章第７節 

（ク）災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用す

るため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各

種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関

し、長野県災害時保健医療福祉調整本部や現地対策

本部と連携して必要な調整を行う。 

 

（シ）「災害救助法に基づく日本赤十字社長野県支部へ

の委託に関する協定」に基づき、日本赤十字社長野

県支部に救護班等の派遣を要請するとともに、必要

に応じて、(一社)長野県医師会、(一社)長野県歯科

医師会、(一社)長野県薬剤師会、(公社)長野県看護

協会に救護班等の派遣を要請し、各機関の連絡調整

を行う。 

 

（セ）災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並

行して、また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活

動の終了以降、災害支援ナース、日本医師会災害医

療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法

人国立病院機構、国立大学病院、日本災害歯科支援

チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、

日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、

日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、

（一社）長野県臨床検査技師会・（一社）日本臨床

検査薬卸連合会関東甲信越臨床検査薬卸連合会、民

間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得

（ク）災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用す

るため、情報収集、救助・救急、消火、医療等の各

種活動のための航空機及び無人航空機の運用に関

し、長野県保健医療福祉調整本部や現地対策本部と

連携して必要な調整を行う。 

 

（シ）「災害救助法による医療及び助産の実施委託協定」

に基づき、日本赤十字社長野県支部に救護班等の派

遣を要請するとともに、必要に応じて、(一社)長野

県医師会、(一社)長野県歯科医師会、(一社)長野県

薬剤師会、(公社)長野県看護協会に救護班等の派遣

を要請し、各機関の連絡調整を行う。 

 

 

（セ）災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並

行して、また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活

動の終了以降、災害支援ナース、日本医師会災害医

療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法

人国立病院機構、国立大学病院、日本災害歯科支援

チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、

日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、

日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、

民間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を

得て、避難所、救護所も含め、被災地における医療

提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整に

 

 

 

 

 

 

協定名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

長野県臨床検査技師

会・関東甲信越臨床

検査薬卸連合会との

３者協定締結に基づ

く追加 
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【風水害対策編】第３章第７節 

て、避難所、救護所も含め、被災地における医療提

供体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当

たっては災害医療コーディネーター等保健医療福

祉コーディネートチームの助言の元、保健医療福祉

調整会議等で活動調整を行う。その際、医療チーム

等の交代により医療情報が断絶することのないよ

う、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施

されるよう、努める。 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

（イ）日本赤十字社長野県支部長は、県、市町村から要

請があったとき、又は支部長、病院長が必要と認め

たときは、日赤災害医療コーディネーターや医療救

護班等を派遣し、避難所・医療救護所等で別に掲げ

る医療救護活動等に当たる。また、災害の状況に応

じ、医療救護班の派遣に併せ、赤十字防災ボランテ

ィアを派遣するものとする。 

 

（ソ）（一社）長野県臨床検査技師会及び（一社）日本

臨床検査薬卸連合会関東甲信越臨床検査薬卸連合

会は、県との協定に基づく要請があった場合は、臨

床検査技師の派遣及び臨床検査薬等の供給を行う

ものとする。 

(タ)  長野県災害リハビリテーション支援関連団体協

議会（長野ＪＲＡＴ）は、県との協定に基づく要請

当たっては災害医療コーディネーターを活用する

ものとする。その際、医療チーム等の交代により医

療情報が断絶することのないよう、被災地における

診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努め

る。 

 

 

 

 

ウ【関係機関が実施する計画】 

（イ）日本赤十字社長野県支部長は、県、市町村から要

請があったとき、又は支部長、病院長が必要と認め

たときは、医療救護班等を派遣し、避難所・医療救

護所等で別に掲げる医療救護活動等に当たる。ま

た、災害の状況に応じ、医療救護班の派遣に併せ、

赤十字防災ボランティアを派遣するものとする 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

(ソ) （一社）長野県理学療法士会は、県との協定に基

づく要請があった場合は、避難所等において、傷病

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県臨床検査技師

会・関東甲信越臨床

検査薬卸連合会との

３者協定、また長野

JRAT との協定締結

に基づく追加 
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【風水害対策編】第３章第７節 

があった場合は、避難所等において、災害リハビリ

テーション支援活動を行うものとする。 

者、被災者に対し応急処理活動等を行うものとす

る。 
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【風水害対策編】第３章第 10 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第10節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

  ３ 緊急交通路確保のための道路啓開等 

  （２）実施計画 

    ウ【関係機関が実施する対策】 

（オ）必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）・ＴＥＣ―ＦＯＲＣＥアドバイザーを派遣

し、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥパートナーとの連携等によ

り、被災状況の迅速な把握、被災地へのアクセス確

保、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧

その他災害応急対策など、交通の確保に関して被災

地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施す

るものとする。（地方整備局） 

 

  ５ 輸送手段の確保 

（２）実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】 

（ウ）緊急輸送が円滑に実施されるよう、交通輸送機

関の現状把握に努めるとともに、必要に応じて緊

急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）・ＴＥ

Ｃ－ＦＯＲＣＥアドバイザーを派遣しＴＥＣ－

第10節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

  ３ 緊急交通路確保のための道路啓開等 

  （２）実施計画 

    ウ【関係機関が実施する対策】 

（オ）必必要に応じて緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

等を派遣し、被災状況の迅速な把握、被災地へのア

クセス確保、被害の発生及び拡大の防止、被災地の

早期復旧その他災害応急対策など、交通の確保に関

して被災地方公共団体等が行う活動に対する支援

を実施するものとする。 

 

 

 

  ５ 輸送手段の確保 

（２）実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】 

（ウ）緊急輸送が円滑に実施されるよう、交通輸送機関

の現状把握に努めるとともに、必要に応じ、輸送分

担、連絡輸送等の調整、輸送命令、不急輸送の停止

及び制限を行うものとする。（北陸信越運輸局） 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 10 節 

新 旧 修正理由・備考 

ＦＯＲＣＥパートナーとの連携等により、輸送分

担、連絡輸送等の調整、輸送命令、不急輸送の停

止及び制限を行うものとする。（北陸信越運輸局） 

 

６ 輸送拠点の確保 

（２）実施計画 

ア【県が実施する対策】 

（ア）広域物資輸送拠点を速やかに開設するとともに、

民間事業者との災害時連携協定に基づいて輸送拠

点での物資の受入れ、車両の手配、輸送等を行う体

制を速やかに整え、指定避難所までの輸送体制を確

保するものとし、その周知徹底を図る。 

また、輸送拠点の効率的な運営を図るため、速や

かに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等

と連携して確保するよう努める。（危機管理部、地

域振興局） 

 

イ【市町村が実施する対策】 

（ア）地域内物資輸送拠点を速やかに開設するととも

に、民間事業者との災害時連携協定に基づいて輸送

拠点での物資の受入れ、車両の手配、輸送等を行う

体制を速やかに整え、指定避難所までの輸送体制を

確保するものとし、その周知徹底を図る。 

 

 

 

 

６ 輸送拠点の確保 

（２）実施計画 

ア【県が実施する対策】 

（ア）広域物資輸送拠点を速やかに開設するとともに、

その周知徹底を図る。 

また、輸送拠点の効率的な運営を図るため、速や

かに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等

と連携して確保するよう努める。（危機管理部、地

域振興局） 

 

 

 

 

イ【市町村が実施する対策】 

（ア）地域内物資輸送拠点を速やかに開設し、指定避難

所までの輸送体制を確保するとともに、その周知徹

底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 10 節 

新 旧 修正理由・備考 

また、輸送拠点の効率的な運営を図るため、速や

かに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等

と連携して確保するよう努める。 

 

また、輸送拠点の効率的な運営を図るため、速や

かに、運営に必要な人員や資機材等を運送事業者等

と連携して確保するよう努める。 
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【風水害対策編】第３章第 12 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第12節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動の内容 

  ４ 避難所等の開設・運営 

   (2) 実施計画 

    イ【市町村が実施する対策】 

(コ) 指定避難所における生活環境について下記の事項

に注意を払い、必要な措置を講ずることで、常に良

好なものであるよう努めるものとする。 

ａ トイレの設置状況・し尿処理状況等の把握、簡易

トイレ・トイレカー・トイレトレーラー等のより快

適なトイレの設置への配慮 

ｂ 食事供与の状況の把握、栄養バランスのとれた適

温の食事の提供（炊き出しに利用できる学校給食施

設等の場所、調理器具、食料等の確保） 

ｃ 避難所開設当初からのパーティションや段ボール

ベッド等の簡易ベッドの設置 

ｄ 入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保 

ｅ 避難の長期化等、必要に応じた避難者の健康状態

や避難所の環境状況の把握 

(a) パーティション等によるプライバシーの確保状

況 

第12節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動の内容 

  ４ 避難所等の開設・運営 

    (2) 実施計画 

    イ【市町村が実施する対策】 

(コ) 指定避難所における生活環境について下記の事項

に注意を払い、必要な措置をとることで、常に良好

なものであるよう努めるものとする。 

ａ  トイレの設置状況等の把握に努め、簡易トイレ、

トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイ

レの設置への配慮 

ｂ 食事供与の状況の把握に努め、栄養バランスの取

れた適温の食事の提供 

 

ｃ 避難所開設当初からパーティションや段ボールベ

ッド等の簡易ベッドの設置 

ｄ 入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保 

ｅ 避難の長期化等必要に応じて、避難者の健康状態

や指定避難所の環境状況の把握 

(a) パーティション等によるプライバシーの確保状

況 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

(b) 段ボールベッド等の簡易ベッドの設置状況 

(c) 健康のための入浴施設の設置状況の有無及び利

用頻度 

(d) 洗濯等の頻度 

(e) 医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡

回の頻度 

(f) 暑さ・寒さ対策の必要性 

(ℊ) 食料の確保、配食等の状況 

(h) ごみの処理状況 

ｆ 家庭動物との同行避難に対する適切な体制の整備

（専用スペースの確保等）、家庭動物の受入状況の

把握 

 

(サ) 指定避難所における感染症対策のため、受付時の

確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分

な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト、

感染症を発症した避難者や疑いのある者の専用ス

ペース又は個室の確保等の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

(シ) 指定避難所等の運営における女性や子育て家庭

の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等

男女双方の視点等への配慮や子ども・若者の居場所

の確保に努めるものとする。特に、女性専用の物干

(b) 段ボールベッド等の簡易ベッドの設置状況 

(c) 入浴施設設置の有無及び利用頻度 

 

(d) 洗濯等の頻度 

(e) 医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡

回の頻度 

(f) 暑さ・寒さ対策の必要性 

(ℊ) 食料の確保、配食等の状況 

(h) し尿及びごみの処理状況 

ｆ 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のため

のスペースの確保等、同行避難について適切な体制

整備に努めるとともに、避難所等における家庭動物

の受入状況を含む避難状況等の把握 

(サ) 指定避難所における感染症対策のため、受付時の

確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分

な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウト、

感染症を発症した避難者や疑いのある者の専用ス

ペース又は個室の確保等の必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。 

(シ) 指定避難所の運営における女性の参画を推進す

るとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点

等に配慮するものとする。特に、女性専用の物干し

場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 12 節 

新 旧 修正理由・備考 

し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下

着の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防

犯ブザーの配布等による指定避難所等における安

全性の確保、キッズスペースや学習スペースの設置

など、女性や子育て家庭、子ども・若者のニーズに

配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとす

る。 

(ス) 指定避難所等における女性や子ども等に対する

性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性

用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣

室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶにつ

いての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、

女性や子ども等の安全に配慮するよう努めるもの

とする。また、警察、病院、女性支援団体との連携

の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努

めるものとする。 

(テ) やむを得ず避難所に滞在することができない被

災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師

等による巡回健康相談の実施等保健医療サービス

の提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保

が図られるよう努めるものとする。 

(ニ) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支

の女性による配布、男女ペアによる巡回警備や防犯

ブザーの配布等による指定避難所における安全性

の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した

指定避難所の運営管理に努めるものとする。 

 

 

 

(ス) 指定避難所等における女性や子供等に対する性

暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男性用

のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣

室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶにつ

いての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、

女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものと

する。また、警察、病院、女性支援団体との連携の

下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努め

るものとする。 

(テ) やむを得ず指定避難所に滞在することができな

い被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保

健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サー

ビスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の

確保が図られるよう努めるものとする。 

(ニ) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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新 旧 修正理由・備考 

援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等と

ともに、指定避難所については当該避難所に付与さ

れた全国共通避難所・避難場所ＩＤを適切に県に報

告するよう努めるものとする。 

 

 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

（２）実施計画 

  イ【市町村が実施する計画】 

  （イ）広域一時滞在の対応 

     ｂ 市町村間の情報共有等 

被災市町村は、広域一時滞在の受入先の市町村と

の間で、被災住民に関する情報の共有を確実に行う

ものとする。また、受入先の市町村は、受け入れた

被災住民に対し、必要な支援情報を提供するものと

する。 

ｃ 広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画に

基づき、適切な広域的避難収容活動を実施するもの

とする。 

 

  ６ 住宅の確保 

   (1) 基本方針 

援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を

適切に県に報告するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

５ 広域避難及び広域一時滞在を要する場合の活動 

(2) 実施計画 

  イ【市町村が実施する対策】 

  （イ）広域一時滞在の対応 

（新設） 

 

 

 

 

 

ｂ 広域的避難収容活動の実施 

政府本部が作成する広域的避難収容実施計画に

基づき、適切な広域的避難収容活動を実施するもの

とする。 

 

  ６ 住宅の確保 

   (1) 基本方針 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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新 旧 修正理由・備考 

住居の被災により避難所生活を余儀なくされた住民に

対して、早期に生活基盤が安定するよう県及び市町村は

相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに住

宅の提供または住宅情報の提供を行い、避難所の早期解

消に努めることとする。 

（略） 

 

(2) 実施計画 

  ア【県が実施する対策】 

  （エ）災害救助法が適用された場合、市町村と連携し、

災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮

設住宅等を提供する。（危機管理部、建設部） 

 

  イ【市町村が実施する対策】 

(カ)応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設

住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこも

りなどを防止するための心のケア、入居者によるコ

ミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性

の参画を推進し、女性や子ども・若者を始めとする

生活者の意見を反映できるよう配慮するものとす

る。また、必要に応じて、応急仮設住宅における家

庭動物の受入れにも配慮するものとする。 

住居の被災により避難所生活を余儀なくされた住民に

対して、早期に生活基盤が安定するよう県及び市町村は

相互に連携し、公営住宅のあっせん等により速やかに住

宅の提供または住宅情報の提供を行う。 

 

（略） 

 

（2）実施計画 

  ア【県が実施する対策】 

  （エ）災害救助法が適用された場合、市町村と連携し、

災害救助法第４条第１項第１号に規定する応急仮

設住宅等を提供する。（建設部） 

 

  イ【市町村が実施する対策】 

   (カ)応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮

設住宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこ

もりなどを防止するための心のケア、入居者による

コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女

性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見

を反映できるよう配慮するものとする。また、必要

に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れ

にも配慮するものとする。 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 13 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第13節 孤立地域対策活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 孤立実態の把握対策 

  （１）基本方針 

全ての応急対策は被害実態の把握から始まる。通信途

絶地域については、地域からの救助要請や被害状況の報

告が不可能となるので、応急対策責任者の側から能動的

に状況を確認する必要がある。発災時には、平時からの

孤立予想に基づき、ただちに各地域と連絡をとり、孤立

の有無と被害状況について確認するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13節 孤立地域対策活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 孤立実態の把握対策 

  （１）基本方針 

全ての応急対策は被害実態の把握から始まる。通信途

絶地域については、地域からの救助要請や被害状況の報

告が不可能となるので、応急対策責任者の側から能動的

に状況を確認する必要がある。発災時には、平常時から

の孤立予想に基づき、ただちに各地域と連絡をとり、孤

立の有無と被害状況について確認するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第３章第 14 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第14節 食料品等の調達供給活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 食料品等の調達 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるよう

な供給が必要となった場合は、新物資システム（Ｂ

－ＰＬｏ）を用いて県災害対策本部室に対して食料

の供給について種類及び数量を、管理栄養士等行政

栄養関係者の関与の下、明示して要請を行うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14節 食料品等の調達供給活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 食料品等の調達 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する計画】 

    （ア）計画等で定めた非常用食料の必要量を超えるよう

な供給が必要となった場合は、物資調達・輸送調整

等支援システムを用いて県災害対策本部室に対して

食料の供給について種類及び数量を、管理栄養士等

行政栄養関係者の関与の下、明示して要請を行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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新 旧 修正理由・備考 

 

 

  ２ 食料品等の供給 

 

 

 

 

  ２ 食料品等の供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容の整理に伴う修

正 

 

102



【風水害対策編】第３章第 17 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第17節 保険衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的

として、被災保健所・市町村における保健医療福祉活動の指

揮調整のもと、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健

活動、感染症の発生予防措置・まん延防止措置、食品衛生指

導、食生活の状況の把握及び栄養・食生活改善支援等の活動

を行うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 被災保健所・市町村は、被災者の健康支援に必要な情報

収集・分析に基づき保健医療福祉活動チームの配置や物資

確保等の支援体制構築の指揮調整を行う。これらの指揮調

整の支援にあたっては、必要に応じて災害時健康危機管理

支援チーム（ＤＨＥＡＴ）を派遣する。 

２ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難

所等における健康意識の向上に努める。 

また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士によ

る栄養・食生活相談を行うとともに、食品衛生上の危害防

止のための措置をとる。 

さらに、歯科衛生士による口腔衛生指導を行うととも

第17節 保険衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的

として、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、

感染症の発生予防措置・まん延防止措置、食品衛生指導、食

生活の状況の把握及び栄養改善対策等の活動を行うととも

に、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

 

第２ 主な活動 

（新規） 

 

 

 

 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難

所における健康意識の向上に努める。 

また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士によ

る栄養指導を行うとともに、食品衛生上の危害防止のため

の措置をとる。 

さらに、歯科衛生士による口腔衛生指導を行うととも

 

 

 

 

 

 

厚生労働省での表記

に統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

保健相談に合わせた

修正 
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【風水害対策編】第３章第 17 節 

新 旧 修正理由・備考 

に、口腔衛生の維持に努める。 

３ 平時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対

策のための組織の明確化を図り、災害時においては、衛生

指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。 

また、感染症発生時には、疫学調査や患者への医療提供、

消毒などのまん延防止措置をとる。 

第３ 活動の内容 

（２）実施計画 

ア【県が実施する計画】（健康福祉部） 

（ア）感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、

避難所等における健康意識の向上に努める。 

  

   （ウ）市町村及び関係機関と連携して要医療者及び慢性疾

患患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、医

療機関の受診状況や住まいの状況の確認等を行い、継

続ケアに努める。 

 

(エ)安全かつ確実な食料の提供のために、市町村の協力

を得ながら以下の対策を行う。 

ａ 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に 応じ

栄養・食生活相談を行う。 

 

 

に、口腔衛生の維持に努める。 

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防

対策のための組織の明確化を図り、災害時においては、衛

生指導、健康調査などの感染症予防活動を速やかに行う。 

また、感染症発生時には、疫学調査や患者への医療提供、

消毒などのまん延防止措置をとる。 

第３ 活動の内容 

 （２）実施計画 

ア【県が実施する計画】（健康福祉部） 

（ア）感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、

避難所における健康意識の向上に努める。 

 

（ウ）市町村と連携して要医療者及び慢性疾患患者等に、

医療・保健情報を提供するとともに、医療機関の受

診状況や住まいの状況の確認等を行い、継続ケアに

努める。 

 

(エ)安全かつ確実な食料の提供のために、市町村の協力

を得ながら以下の対策を行う。 

ａ 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に 

応じ栄養指導を行う。 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

 

 

保健相談に合わせた

修正 
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【風水害対策編】第３章第 17 節 

新 旧 修正理由・備考 

（オ）被災保健所、自治体等の保健医療福祉活動に関する

指揮調整機能を補佐するため、必要に応じ厚生労働省

に対し、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）

を派遣要請するとともに、長野県ＤＨＥＡＴを派遣す

る。 

 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア)  被災者の避難状況を把握し、県災害対策本部

地方部に置かれる地域本部に報告するとともに、被

災者台帳等に反映するものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ウ) 行政との連携をもとに、栄養士会は、栄養・食生

活相談、身体・病態の状況に合わせた食品の提供等、

食生活改善推進協議会は、炊き出し等を行うよう努

めるものとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

イ【市町村が実施する対策】 

(ア)  被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所（保健

所）に置かれる地方部保健福祉班に報告するとともに、被

災者台帳等に反映するものとする。 

 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ウ)栄養士会、食生活改善推進協議会は、行政との連携の

もとに、栄養指導・炊き出し等を行うよう努めるものと

する。 

 

 

 

 

「長野県災害時健康

危機管理支援チーム

運用要綱」に基づく

追加 

 

 

 

「長野県災害時保健

医療福祉調整本部設

置要綱」の改正によ

る修正 

 

 

役割を明確にし、修

正 
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【風水害対策編】第３章第 26 節 

第３節 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第26節 通信・放送施設応急活動 

 

第２ 主な取組み 

５ 警察機関は、警察通信施設の復旧活動及び臨時回線の開

設を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 県防災行政無線通信の応急活動 

（２）実施計画 

【県が実施する対策】 

エ 通信の輻輳が発生し、情報収集・伝達に支障が発生

した場合には、通信の統制を行い、利用可能な電話機

を制限し重要通信を確保する。（危機管理部） 

 

  ３ 電気通信施設の応急活動 

  （２）実施計画 

【ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフ

トバンク㈱、楽天モバイル㈱が実施する対策】 

 

ア 重要通信のそ通確保 

（ウ）非常、緊急扱い通話、又は非常、緊急扱い電報は、

一般の通話又は電報に優先して取り扱う対策を講ず

第26節 通信・放送施設応急活動 

 

第２ 主な取組み 

５ 警察機関は、警察無線施設の復旧活動及び臨時回線の開

設を行う。 

 

第３ 計画の内容 

１ 県防災行政無線通信の応急活動 

（２）実施計画 

【県が実施する対策】 

エ 通信のふくそうが発生し、情報収集・伝達に支障が

発生した場合には、通信の統制を行い、利用可能な電

話機を制限し重要通信を確保する。（危機管理部） 

 

  ３ 電気通信施設の応急活動 

  （２）実施計画 

【東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソ

フトバンク㈱、楽天モバイル㈱が実施する対策】 

 

ア 重要通信のそ通確保 

（ウ）非常、緊急扱い通話、又は非常、緊急扱い電報は、

一般の通話又は電報に優先して取り扱う対策を講

 

 

 

表記の修正 

 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

社名変更に伴う修正 

 

 

 

 

表現の統一に伴う修
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【風水害対策編】第３章第 26 節 

新 旧 修正理由・備考 

るものとする。 

 

オ 災害用伝言ダイヤル等の提供 

災害発生により著しく通信輻輳が発生した場合は、

安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤ

ル・災害用伝言板等を速やかに提供するものとする。 

 

  ５ 警察通信施設の応急活動 

  （２）実施計画 

（削除） 

ウ 衛星通信回線の開設 

エ 衛星通信車及び応急通信対策車の支援要請 

オ 応急用資機材の支援要請 

（削除） 

カ 本部代替施設の開設 

じるものとする。  

 

オ 災害用伝言ダイヤル等の提供 

災害発生により著しく通信ふくそうが発生した場

合は、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダ

イヤル・災害用伝言板等を速やかに提供するものとす

る。 

５ 警察通信施設の応急活動 

  （２）実施計画 

ウ 臨時基地局の開設 

エ 衛星通信回線の開設 

オ 衛星通信車及び応急通信対策車の支援要請 

カ 応急用資機材の支援要請 

キ 有線応急架設による応急回線の開設 

ク 本部代替施設の開設 

 

正 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

訂正による削除 
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【風水害対策編】第３章第 29 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第29節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 大規模土砂災害対策 

  （２）実施計画 

    イ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

（ウ）必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）等を派遣し、被災状況、被災地方公共団体

のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防

止、被災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対

策など、施設・設備の応急復旧活動に関して被災地

方公共団体等が行う活動に対する支援を実施する

ものとする。 

また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）等は、被災状況を実施する場合にはヘ

リ、無人航空機等を活用するものとし、救命・救助・

救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が

活動する災害現場において活動を実施する場合や、

避難所等における給水支援等を実施する場合には、

必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊や

関係団体等との間で、情報共有及び活動調整、相互

協力を行うものとする。 

第29節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 大規模土砂災害対策 

  （２）実施計画 

    イ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

（ウ）必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯ

ＲＣＥ）等を派遣し、被災状況、被災地方公共団体

のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防

止、被災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対

策など、施設・設備の応急復旧活動に関して被災地

方公共団体等が行う活動に対する支援を実施する

ものとする。 

また、派遣された緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）は、被災状況を実施する場合にはヘリ、

無人航空機等を活用するものとし、救命・救助・救

急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活

動する災害現場において活動を実施する場合には、

必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊や

関係団体等との間で、情報共有及び活動調整、相互

協力を行うものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 29 節 

新 旧 修正理由・備考 

  

２ 地すべり等応急対策 

（２）実施計画 

  ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

  （エ）要請に基づき緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）等を派遣するものとする。 

 

   ３ 土石流対策 

（２）実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

     （エ）要請に基づき緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－Ｆ

ＯＲＣＥ）等を派遣するものとする。 

 

   ４ 崖崩れ応急対策 

   （２）実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

     （ア）要請に基づき緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－Ｆ

ＯＲＣＥ）等を派遣するものとする。 

 

２ 地すべり等応急対策 

（２）実施計画 

  ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

  （エ）要請に基づき緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－

ＦＯＲＣＥ）を派遣するものとする。 

 

   ３ 土石流対策 

（２）実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

     （エ）要請に基づき緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－Ｆ

ＯＲＣＥ）を派遣するものとする。 

 

   ４ 崖崩れ応急対策 

   （２）実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局、気象台） 

     （ア）要請に基づき緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－Ｆ

ＯＲＣＥ）を派遣するものとする。 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 30節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第３０節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 建築物 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）市町村から、宅地の危険度判定の支援を要請され、

必要があると認められた場合は、職員を派遣するほ

か、広域的な支援の調整を行う。 

 

 

    イ【市町村が実施する対策】 

    （イ）宅地が被災した場合、二次災害から住民の安全の

確保を図るため、必要に応じて被害状況を調査し、

危険度の判定を実施するものとする。 

第３０節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 建築物 

  （２）実施計画 

    ア【県が実施する計画】 

（イ）市町村から、被災建築物（震災に限る。）や宅地

の危険度判定の支援を要請され、必要があると認め

られた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援

の調整を行う。 

 

イ【市町村が実施する対策】 

（イ）住宅や宅地が被災した場合、二次災害から住民の

安全の確保を図るため、必要に応じて被害状況を調

査し、危険度の判定を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

訂正 

 

 

 

 

 

訂正 
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【風水害対策編】第３章第 33 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第33節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

５ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策     

 (2) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

必要に応じて緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲ

ＣＥ）・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥアドバイザーを派遣し、

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥパートナーとの連携等により、被

災状況、被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、

被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧、給水

支援その他災害応急対策など、二次災害防止対策に関

して被災地方公共団体等が行う活動に対する支援を

実施するものとする。また、派遣された緊急災害対策

派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等は、被災状況を実施

する場合にはヘリ、無人航空機等を活用するものと

し、救命・救助・救急活動を実施する警察・消防・自

衛隊等の部隊が活動する災害現場での活動や、避難所

等における給水支援等を実施する場合には、必要に応

じて、合同調整所等を活用し、当該部隊や関係団体等

との間で、情報共有及び活動調整、相互協力を行うも

のとする。 

第33節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

５ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策     

 (2) 実施計画 

ウ【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

必要に応じて緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等

を派遣し、被災状況、被災地方公共団体のニーズ等の

迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早

期復旧、給水支援その他災害応急対策など、二次災害

防止対策に関して被災地方公共団体等が行う活動に

対する支援を実施するものとする。また、派遣された

緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）は、被災状況を実

施する場合にはヘリ、無人航空機等を活用するものと

し、救命・救助・救急活動を実施する警察・消防・自

衛隊等の部隊が活動する災害現場において活動を実

施する場合には、必要に応じて、合同調整所等を活用

し、当該部隊や関係団体等との間で、情報共有及び活

動調整、相互協力を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第３章第 35 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第35節 農林水産物災害応急活動 

第１ 基本方針 

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等被害の拡大

防止のための栽培・管理技術指導の徹底を図るとともに、農

作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防

止のための防除、倒伏した立木等による二次災害防止のため

の除去を行うものとする。 

 

第３ 活動の内容 

  １ 農水産物災害応急対策 

  （２）実施計画 

    エ【住民が実施する対策】 

    （イ）作目別の主な応急対策 

      ｂ 果樹 

      （ｄ）樹木に付着した泥は、速やかに洗い流すもの

とする。 

 

第35節 農林水産物災害応急活動 

第１ 基本方針 

被害状況の早期・的確な把握に努め、農作物等被害の拡大

防止のための栽培・管理技術指導の徹底を図るとともに、農

作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防

止のための防除、倒壊した立木等による二次災害防止のため

の除去を行うものとする。 

 

第３ 活動の内容 

  １ 農水産物災害応急対策 

  （２）実施計画 

    エ【住民が実施する対策】 

    （イ）作目別の主な応急対策 

      ｂ 果樹 

      （ｄ）果実や葉に付着した泥は、速やかに洗い流す

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『農作物等災害対策

指針』第１のⅡ「災

害別応急技術対策」

の記述に合わせて改

訂 
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【風水害対策編】第３章第 37 節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第37節 飼養動物の保護対策 

 

第１ 基本方針 

        被災した動物の保護・収容・救護及び避難所等での飼育等

の保護措置を獣医師会等と連携し実施する。 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

（イ）人員の派遣、資機材のあっせん等必要な措置を講ず

る。 

 

（ウ）その他関係機関との連携の下必要な措置を講ずる。 

 

イ【市町村が実施する対策】 

（ア）逸走犬等の保護・収容・救護など適切な措置を講ず

るものとする。 

 

（イ）その他関係機関との連携の下、必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

 

第37節 飼養動物の保護対策 

 

第１ 基本方針 

被災した動物の保護・収容・救護及び避難所での飼育等の 

保護措置を獣医師会等と連携し実施する。 

 

第３ 活動の内容  

２ 実施計画 

ア【県が実施する対策】 

（イ）人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 

 

 

（ウ）その他関係機関との連携の下必要な措置をとる。 

 

イ【市町村が実施する対策】 

（ア）逸走犬等の保護・収容・救護など適切な処置を講ず

るものとする。 

 

（イ）その他関係機関との連携の下、必要な措置をとるも

のとする。 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

文言の修正 

 

 

表現の統一に伴う修

正 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第４章第２節 

第３章 災害応急対策計画 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

 

第３ 活動の内容 

  １ 被災施設の復旧等 

  （２）実施計画 

    ア【県、市町村及び公共機関が実施する対策】 

（キ）道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフ

ラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧が

行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を

図るものとする。 

（ク）水道事業者及び下水道事業者は、復旧に当たり上

下水道一体となった対応に努めるものとする。 

（ケ）被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度災害の

防止及び復旧事業の効果等具体的に検討のうえ事

業期間の短縮に努めるものとする。 

（コ）災害復旧事業に要する費用について、国、県の補

助がある事業について被災施設の復旧活動を行う

者は、復旧事業の計画を速やかに作成するものとす

る。 

（サ）復旧事業に要する費用について、補助を受ける機

関は、復旧事業費の申請額の算出を行うとともに、

決定を受けるための査定計画をたて、速やかに査定

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

 

第３ 活動の内容 

  １ 被災施設の復旧等 

  （２）実施計画 

    ア【県、市町村及び公共機関が実施する対策】 

（キ）道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフ

ラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧が

行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を

図るものとする。 

（新設） 

 

（ク）被災地の状況、被害原因等を勘案し、再度災害の

防止及び復旧事業の効果等具体的に検討のうえ事

業期間の短縮に努めるものとする。 

（ケ）災害復旧事業に要する費用について、国、県の補

助がある事業について被災施設の復旧活動を行う

者は、復旧事業の計画を速やかに作成するものとす

る。 

（コ）復旧事業に要する費用について、補助を受ける機

関は、復旧事業費の申請額の算出を行うとともに、

決定を受けるための査定計画をたて、速やかに査定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の防災基本計画に

合わせて修正 
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【風水害対策編】第４章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

実施に移すよう努めるものとする。 

（シ）緊急に査定を行う必要がある事業については、た

だちに緊急査定が実施されるよう措置をとり、復旧

工事が迅速に行われるよう努めるものとする。 

（ス）暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業へ

の参入・介入の実態把握に努めるとともに復旧・復

興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるもの

とする。 

実施に移すよう努めるものとする。 

（サ）緊急に査定を行う必要がある事業については、た

だちに緊急査定が実施されるよう措置をとり、復旧

工事が迅速に行われるよう努めるものとする。 

（シ）暴力団等の動向把握を徹底し、復旧・復興事業へ

の参入・介入の実態把握に努めるとともに復旧・復

興事業からの暴力団排除活動の徹底に努めるもの

とする。 
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【風水害対策編】第４章第３節 

第４章 災害復旧計画 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 計画的な復興 

 

第３ 計画の内容 

 １ 復興計画の作成 

 （１）基本方針 

（略） 

また、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコ

ミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被災地の

物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑

み、その維持・回復や、例えば、学校を核とした地域コ

ミュニティの拠点形成を行うなど、再構築に十分に配慮

するものとする。併せて、女性、障がい者、高齢者等の

意見が反映されるよう環境整備に努めるものとする。 

 なお、当該計画の迅速・的確な作成と遂行のため、地

方公共団体間及び国との連携等調整を行う体制の整備

を図るものとする。 

 

 ２ 防災まちづくり 

 （１）基本方針 

被災地域の再建に当たっては、必要に応じ、再度災害

防止と、より快適な都市環境を目指し、「まちづくりは

現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という

第３節 計画的な復興 

 

第３ 計画の内容 

 １ 復興計画の作成 

 （１）基本方針 

（略） 

また、被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコ

ミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、被災地の

物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑

み、その維持・回復や、例えば、学校を核とした地域コ

ミュニティの拠点形成を行うなど、再構築に十分に配慮

するものとする。併せて、障がい者、高齢者、女性等の

意見が反映されるよう環境整備に努めるものとする。 

 なお、当該計画の迅速・的確な作成と遂行のため、地

方公共団体間及び国との連携等調整を行う体制の整備

を図るものとする。 

 

 ２ 防災まちづくり 

 （１）基本方針 

被災地域の再建に当たっては、必要に応じ、再度災害

防止と、より快適な都市環境を目指し、「まちづくりは

現在の住民のみならず将来の住民のためのもの」という

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他節と揃うように修

正 
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【風水害対策編】第４章第３節 

理念のもとに、計画作成段階でまちのあるべき姿を明確

にして、将来に悔いのない、住民の安全と環境保全等に

も配慮した防災まちづくりを住民の理解を求めながら

実施する。併せて、女性、障がい者、高齢者等の意見が

反映されるよう、環境整備に努める。 

   

  （２）実施計画 

    ウ【住民が実施する計画】 

      再度災害防止、より安全で快適なまちづくりは、

自分たちはもちろん、子どもたちをはじめとする将

来のためのまちづくりでもあることを認識し、防災

まちづくりへの理解と協力に努めるものとする。 

理念のもとに、計画作成段階でまちのあるべき姿を明確

にして、将来に悔いのない、住民の安全と環境保全等に

も配慮した防災まちづくりを住民の理解を求めながら

実施する。併せて、女性・高齢者・障がい者等の意見が

反映されるよう、環境整備に努める。 

  

  （２）実施計画 

    ウ【住民が実施する計画】 

再度災害防止、より安全で快適なまちづくりは、

自分たちはもちろん、子供たちをはじめとする将来

のためのまちづくりでもあることを認識し、防災ま

ちづくりへの理解と協力に努めるものとする。 

 

 

 

他節と揃うように修

正 

 

 

 

表現の統一に伴う修

正 
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【風水害対策編】第４章第５節 

第４章 災害復旧計画 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

  ９ 医療費の一部負担金、保険料（税）の減免等 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する対策】 

市町村は、国民健康保険資格確認書の再交付等を迅

速に処理するほか、災害により資産に重大な損害を受

け、または収入が著しく減少した場合など、療養給付

を受ける場合の一部負担金や保険料(税)の支払いが

困難と認められる者に対し、一部負担金や保険料(税)

の減免、徴収猶予等の措置をとるものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

（ア）厚生労働省関東信越厚生局長野事務所は、マイナ 

保険証又は資格確認書提示の手続の簡素化、一部負担金

等の支払いに係る特例措置等が行われる場合には、関係

団体への速やかな協力要請を行うなど迅速に対応する

ものとする。 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

  ９ 医療費の一部負担金、保険料（税）の減免等 

  （２）実施計画 

    イ【市町村が実施する対策】 

市町村は、国民健康保険被保険者証の再交付等を迅

速に処理するほか、災害により資産に重大な損害を受

け、または収入が著しく減少した場合など、療養給付

を受ける場合の一部負担金や保険料(税)の支払いが

困難と認められる者に対し、一部負担金や保険料(税)

の減免、徴収猶予等の措置をとるものとする。 

 

ウ【関係機関が実施する対策】 

(ア) 厚生労働省関東信越厚生局長野事務所は、健康保

険被保険者証提示の手続の簡素化、一部負担金等の

支払いに係る特例措置等が行われる場合には、関係

団体への速やかな協力要請を行うなど迅速に対応

するものとする。 

 

 

 

 

 

 

名称の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称の修正 
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